
【政策決定会議資料】健康福祉部障害福祉課 

（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案） 

に対するパブリックコメントの実施結果について 

 

１．パブリックコメントの概要 

 意見提出期間    

平成２９年９月１日から９月３０日まで 

 意見提出場所    

ライフプラザ総合窓口、市役所本庁、豊川支所、止々呂美支所、市立障害者自立支援 

センター、市立障害者福祉センターささゆり園、市立光明の郷ケアセンター 

※ライフプラザ総合窓口では、手話によるご意見の提出も実施。 

 

２．意見提出者数 

  ６８名 

 

３．主なご意見と、それに対する基本的な市の考え方（案） 

主なご意見 市の考え方（案） 

協議会の設置を条例に明文

化してほしい。 

条例設置の附属機関は箕面市保健医療福祉総合審議会

があるため、新しく市の附属機関を設ける予定はないが、

今後も箕面市障害者市民施策推進協議会を議論の場と

し、条例制定後の施策についても、引き続き議論を行う。 

条例の文章が難しすぎる。 わかりやすい版を作成し、ご理解いただけるよう努める。 

入院時コミュニケーション支援

事業を充実してほしい。 

平成 30 年度の障害者総合支援法改正で、国制度での入

院時コミュニケーション支援事業が開始されるため、国制

度の動きを踏まえ、検討を行う。 

意思疎通手段の定義に、具体

的な手段を追記してほしい。 

できるかぎり解釈に齟齬が生まれないよう、基本的な事項

は法律や条約等の表現を用いているため、上位法の表現

を用いている部分については、修正しない。 

 

４．実施結果公表期間 

  平成２９年１１月２０日から１２月２０日まで 

 

５．今後の進め方 

  現時点での議会への条例提案は見送り、箕面市障害者市民施策推進協議会条例部会

での合意形成をめざし、引き続き同部会で議論、検討を重ねていく。また、同部会とは別に、

個別での意見交換等も含めて実施し、懸案事項等の説明を行い、妥協点を探し、部会員の

合議を得て、条例案を議会へ提案していく。 



（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案） 

 

 

市民のみなさまのご意見に対する基本的な考え方について 

 

 

 今回の「（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）」に

対しては、68 名のかたから、多岐に渡るご意見をいただきました。これは、本条例に対する市民の

みなさまの期待のあらわれであり、心から感謝いたします。 

 みなさまからいただいたすべてのご意見は、本市にとっての非常に貴重なご意見であり、本条例

の検討のみならず、今後の障害福祉施策の推進にも役立てていくべきご意見として受け止めてい

ます。 

 

本市は、すべての人々が支え合い、共に行き、共に暮らす社会こそが当たり前の社会であるとい

うノーマライゼーションのまちづくりを推進しています。 

本条例の趣旨も、障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段を利用しやすい環境の整

備を進め、共に生きる社会の実現をめざすものです。 

本市では、これまで、箕面市障害者市民施策推進協議会やその専門部会で議論を行い、本条例

の検討を進めてきました。 

今後につきましても、パブリックコメントでみなさまからいただいたご意見を踏まえ、本条例の制定

を急ぐのではなく、箕面市障害者市民施策推進協議会やその専門部会でしっかりとした議論を行い、

より良い条例の制定のため、引き続き検討を行っていきます。 

 

［実施結果概要］ 

♦意見募集期間 平成２９年（2017年）９月１日（金）から平成２９年（2017年）９月３０日（土） 

 

♦意見提出者数 68名 

 

♦いただいたご意見と市の考え方 次ページ以降に記載 

お問合せ先 

箕面市健康福祉部障害福祉課 

電話  ：０７２－７２７－９５０６ 

ファクス：０７２－７２７－３５３９ 

メール ：syougaifukushi@maple.city.minoh.lg.jp 
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「（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）」に対する

パブリックコメント 

 

提出された意見等の内容及び市の考え方 

番号 いただいたご意見 市の考え方 

1 

平素は、視覚障害者の自立と社会参

加、福祉の増進に対します弛まざるご尽力

に心より敬意を表します。 

このたびは、改めまして見出しに関する

意見を次のとおり提出します。 

是非ともご検討の俎上に乗せていただ

き、実現に向け精力的にお取り組みいだき

ますようお願い申し上げます。 

1．点訳・音訳者養成事業を意思疎通支援

事業として明確に位置付けていただきた

い。そのうえで、とりわけ英語・科学・数学

などの専門分野の点訳者及び音訳者を養

成し、それを専門職として位置付けていた

だきたい。 

（説明） 

従来のコミュニケーション支援事業を意

思疎通支援事業とされたのは、双方向のコ

ミュニケーションを想定されたものと理解し

ております。 

地域生活支援事業の中において「意思

疎通支援を行う者の養成」とあります。意

思疎通を支援する手段としては聴覚障害

者の手話通訳・要約筆記の他に、盲ろう者

の触手話・指点字や視覚障害者の代読・代

筆などもその一部として説明されていま

す。また、これまでは視覚障害者のための

音訳・点訳もコミュニケーション支援事業と

して位置付けられてきました。しかし、音

訳・点訳は娯楽や一般教養に加え専門分

野の音訳・点訳も含まれているにもかかわ

らず、これまではボランティアの支援にの

み頼ってきました。点字図書館等における

ボランティアの貢献は引き続き重要です

が、それに加えて、高等教育や職業の分野

において情報保障を確実に伴うためには、

専門書の点訳者や音訳者を養成し、それら

の者を専門職として位置付け、学術書ない

し専門書を録音書や点字書として製作する

ご意見ありがとうございます。 

1点目の点訳・音訳者養成事業の位置づ

けについてですが、本市では関係機関と協

力し、意思疎通支援者の養成に努めるととも

に、広報紙「もみじだより」や市議会だより「さ

さゆり」等の点訳・音訳版を作成し、希望者

に配布しています。専門分野の点訳者、音

訳者については、本市で専門職として位置

づける予定はありませんが、日常生活用具

の給付品目として「視覚障害者用拡大・音声

読書器」や「点字図書購入助成」を設けるな

ど、視覚障害者が点字や音声により日常生

活に関する情報から専門的な情報などを幅

広く取得することが可能となるよう努めてい

ます。 

2点目のデータ製作の支援者の養成に関

するご意見ついて、手話通訳者、要約筆記

者、音訳者の養成が急務であるため、まず

は手話通訳者、要約筆記者、音訳者の養成

に努めていきたいと考えています。 

3点目のご意見について、移動先での代

筆代読は、同行援護事業に含まれます。ま

た、自宅内での代筆代読はホームヘルプサ

ービスに含まれています。 

また 4点目の協議会の設置について、本

市では、障害者市民に関する施策の推進等

については、箕面市障害者市民施策推進協

議会及びその専門部会において議論、検

討、意見交換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく
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ことが必要です。それらは、極めて専門性

の高い作業であり、いつまでも無償の奉仕

活動では視覚障害者のニーズに応えること

はできません。 

点訳・音訳者養成事業を自立支援給付

としての意思疎通支援事業に組み入れ、

併せて専門分野や専門書などの点訳・音

訳などによる情報提供を行うことが必要で

す。 

2．全盲者に限らず弱視者への情報保障と

してテキストデイジー制作員、マルチメディ

アデイジー制作員などの「データ作成の支

援者の養成」を意思疎通支援事業として組

み入れていただきたい。 

(説明） 

テキストデイジー、マルチメディアデイジ

ーは、弱視者が自分にあった文字の大きさ

で、音声を聞きながら活字を見ることのでき

る媒体です。聞きながら見ることにより、弱

視者の読書環境は格段に改善されます。 

2010年の著作権法の改正により「視覚

著作物をそのままの方式では利用すること

が困難な者」として、サービス対象者を視

覚障害者以外にも拡大されました。また、

発達障害者などの読書にテキストデイジー

などが有用であることが指摘されるようにも

なってきました。幅広い障害者が活用して

いる媒体であり、情報保障の観点からデー

タ制作の支援者の養成も意思疎通支援事

業に組み入れていただきたい。 

3．代筆代読のための訪問サービスを同行

援護事業もしくは自立支援給付としての意

思疎通支援事業に組み入れていただきた

い。 

（説明） 

同行援護事業と移動支援事業は外出時

の支援事業に位置付けられています。 

視覚障害者は、外出時においても、在宅

時においても情報保障が必要ですが、在

宅時における情報保障の仕組みがないた

め、郵便物や回覧板などを判読できないた

め、返信はおろか、その識別さえ困難な状

況にあります。また、在宅時においても日

常生活に関する各種の手続きを求められ

る場面も数多くあります。 

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 
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そうした場面における支援を実現するた

めには、新たに代筆代読のための訪問サ

ービスを独立した事業として位置付けるこ

とが理想ですが、それが困難な場合は「情

報保障」を主眼に置いた同行援護事業の

一環として位置付けることも考えられます。 

4．件名の協議会の設置をしていただきた

い。 

（説明） 

条例に関わる情報収集、検討、審議を行

なう場が必要です。 

以上よろしくお願いいたします。 

2 

・文章が難しすぎる。分かり易い簡単な文

章に変えて欲しい。 

・協議会について条例に明文化してほしい 

※私は手話サークルでろう者と交流して

います。箕面市は福祉にも優しい市だと思

っています（在市 12年目）。 

（ろう者）手話は理解しにくい障害だと思

いますが、情報が皆と同じ様に得られる、

そんな市になるよう願っております。よろし

くお願いします。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の文章についてですが、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、また、本条例制定後も、時代の

変化や技術の進歩による状況変化に耐えう

る表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目の協議会について、本市では会議

体を条例で定める場合は、市長からの諮問

等に対して答申等を行う市の附属機関として

おり、障害福祉を含む福祉、医療、地域保健

等の施策の推進や見直しについては、箕面

市保健医療福祉総合審議会が総合的に審

議する諮問機関として設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成
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員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

3 

知的障害者の意思疎通手段として、絵カ

ード・写真など、理解が難しい言葉による情

報より、視覚に訴えるツールの使用も具体

的に明文化してください。 

ご意見ありがとうございます。 

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生

まれないよう、国の法律や条約等の表現を

用いていますので、本条例での意思疎通手

段の定義も障害者の権利に関する条約にお

ける意思疎通の定義を用いています。 

4 

手話は言語である。手話は、音声ではな

く手や指、体などの動きや顔の表情を使う

独自の語彙や文法体系を持つ言語であ

る。手話を使うろう者にとって、『手話は、』

聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切

な意思疎通のための手段である。 

⇒『手話は』の部分は必要ないのでは 

第三章 手話以外の意思疎通・・・と、文

頭に「手話以外の」と書き加えたほうがよい

ように思う。 

3 市は、市が作成する個人を対象とする

通知文書等について、点字による情報提

供を行うよう努めるものとする。 

・以前より限定的ではなくなった事を評価し

ます。 

・条例とは関係ありませんが、視覚障害市

民に対しての封書に最近刻印が施されて

いないのではないかと思います。刻印の有

無で優先度が変わってきますので今一度

実施の徹底をお願いします。 

（意見の聴取） → 「協議会の設置」とし

ていただきたい 

第七条 市は、第四条各号に規定する

施策の内容の検討及び見直しに当たり、障

害者並びにその他の関係者及び関係団体

の意見を聴くものとする。 

↓ 

第 7 条 当条例に関する協議の場を障

害者市民施策推進協議会定例会及び専門

部会に置くものとする 

としていただくと多くの関係市民が納得

するのではないかと思います。 

だいぶ譲歩されてきたと思いますが、も

う一歩踏み出していただければありがたい

と思います。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の「手話は、」の部分の必要性につ

いてですが、法律や条例は、読む人によって

解釈が変わらないよう、主語・述語を正確に

記載する必要があります。ご指摘の条文に

ついても、主語を明確にするため、「手話

は、」の部分は必要と考えます。 

第 3章「意思疎通手段の利用環境の整備

等」に関するご指摘ついては、第 2条第 4号

において、意思疎通手段を「言語（音声言語

及び手話以外の非音声言語をいう。）…」と、

手話を除いて定義しているため、素案のとお

りとしていますが、齟齬が生じないよう、意思

疎通手段の規定も含め、引き続き検討しま

す。 

2点目の封書への刻印に関するご意見に

ついて、いただいたご意見を参考に、施策の

推進に努めます。 

3点目の意見の聴取に関するご意見につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進
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以上です。 めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

5 

ろう者が安心して暮らせる社会を実現す

るため、以下のことを条例に盛り込んでい

ただきたい。 

①聴覚障害者は、災害発生時に情報の入

手が遅くなってしまうなどの不安を感じてい

る。そのため、聴覚障害者の災害に関する

施策を議論するための協議会の開催につ

いて条例に明記してほしい。 

②以下のことができる施設を立ち上げてほ

しい。 

・ろう者が容易に情報の取得や情報発信を

行うことができる施設 

・ろう者が働くことができる施設 

・ろう者（特に高齢者）などが安心して暮ら

せる老人ホームのような施設 

③この条例を見直すことができるよう、条

例中に具体的に記載してほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の本条例での規定につい

ては、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目のろう者に特化した施設について

は、新たに整備する予定はありませんが、本

市では、みのおライフプラザに手話通訳業務

員を配置し、情報の発信を行い、ろう者に対

する支援を行っています。 

3点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

6 

箕面市の手話サークルで楽しく活動して

いる一人です。条例立ち上げの専門部会

のメンバー数人も当サークルにいます。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目、2点目のご意見について、本条例

は、様々な障害特性に応じた意思疎通の支
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1．先日の民生常任委員会の議員と市側の

やり取りは、これまでの専門部会の流れを

端的に表していると感じました。市側は、

「まず条例ありき」が一番です。「障害者に

やさしい箕面市にしていこう」という 障害者

に寄り添って一体になって「内容重視」で創

り上げるという姿勢が市側に全く見えませ

ん。その数例を以下に述べます-- 

2．言語条例と情報コミュ条例の 2本立て案

は、1 本化した条例ならばどうまとめるべき

か？という議論に変えられて、結果双方で

合意した形となっています。圧力に屈した

形です。2本化すると、これからの改定時な

ど運用上問題が多いと言いますが、2 本化

を前提に表現内容の議論を重ねていって

着地点を見出していくのが法制部門の実

力ではないでしょうか。 

3．条例制定後の施策内容のフォローにつ

いて、条例案の第 7 条では「関係者、団体

の意見を聞く」となっています。一般市民に

とっては、この表現を前向きにとらえてパス

してしまうかもしれません。が、全国どこの

条例でも協議会設置を条例で明文化して

いる昨今、箕面市のこの問いかけは回り道

にしか思えません。炎上するばかりです。

今まで継続してきた専門部会がこの条例

の施策フォロー機関として最適であり、政

策に落とし込める組織の中の位置づけに

すべきと考えます。  

4．表現方法について。今までの専門部会

でも強い要望で、配布の条例文面がタテ→

ヨコ書きになった経緯があります。ましてや

今回はパブコメです。それこそ読みやすい

ヨコ書きで公開すべきだったのではとビック

リしています。市として制定する条文は規

定でタテ書きでしょうが、市民が触れる文

言は条文であってもヨコが常識。全国の自

治体でも公開文面でタテ書きは一つもあり

ません。また、条例案の中の「多様な意思

疎通手段」という表現から「多様な」を削除

しても十分意味は通じるとした市側の見解

ですが、”思いを込めた表現”が外された感

じです。こだわるようですが、こういうことと

ても大事なことと思います箕面市として。 

5．以上感じたことを述べましたが、これか

援施策を、障害特性にかかわらず、一体的

に推進することが有効と考え、手話言語条

例と情報コミュニケーション条例の 2つに分

けるのではなく、1つの条例としています。 

なお、本条例の策定にあたっては、障害

者や支援者にご意見をいただきながら検討

を進めており、反映できるご意見について

は、できるかぎり素案に反映させていただき

ました。 

3点目の協議会の設置に関するご意見に

ついては、本市では会議体を条例で定める

場合は、市長からの諮問等に対して答申等

を行う市の附属機関としており、障害福祉を

含む福祉、医療、地域保健等の施策の推進

や見直しについては、箕面市保健医療福祉

総合審議会が総合的に審議する諮問機関と

して設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

4点目のご意見について、ご指摘を参考に

場面に応じた適切な形式となるよう努めま

す。また、「多様な意思疎通手段」の表現に

関するご指摘について、より適切な表現とな

るよう引き続き検討していきます。 

5点目について、ご意見を参考に施策の

推進に努めます。 
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らの障害者行政の施策のほうがなによりも

大事で、特に顕在化されていない障害者に

対してです。私が接している聴覚障害者の

場合ですが、箕面市 13.7 万人の中で聴覚

障害者手帳を持っている人は 200 人以上

います（福祉課調べ）。でも私が知っている

聴覚障害者の方は 10名前後です。関係団

体に属して地域社会に積極的に参画して

いる方はとても少ないと思います。もっとも

っと増やしたい。そのためにも障害者の情

報保障や障害者に配慮した施策を万全の

組織体制で進めていってほしいと思いま

す。 

7 

障害特性に応じた多様な意思疎通支援

について 

○特に入院時において、本人もしんどいの

で、本人の発したちょっとしたしぐさや変化

を受けとめてくれる本人のことをよく知って

いるヘルパーさんにコミュニケーション支援

をして欲しい。看護師さんはずっとそばにい

るわけでなく、本人の発していることをなか

なか受けとめてもらうことはむずかしい。ま

た、担当の看護師も交代で代わっていくの

で、本人のことをなかなか分かってもらえな

い。入院時のコミュニケーション支援を受け

るには、重度訪問介護の利用者とのこと。 

重度訪問介護を利用しなくても、利用で

きるようにして欲しい。 

○重度身体障害と知的障害があっても、本

人には何らかの意思を発信しているので、

幼い頃より自分の意思を何らかの型で人

に伝える経験をつませて欲しい。またその

方法も身につけられるよう指導して欲しい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目について、医療機関への介助等の

ヘルパー派遣は、医療制度・福祉制度にお

いて二重給付となり、現行制度では認められ

ていません。 

本市では、重度障害者と医療従事者との

意思疎通等を目的とした入院時コミュニケー

ション支援事業を実施しています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律が改正され、

平成 30年 4月から施行されることにより、

「最重度の障害者であって重度訪問介護を

利用している者に対し、入院中の医療機関

においても、利用者の状態を熟知しているヘ

ルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確

に医療従事者に伝達する等の支援を行うこ

とができる」こととなります。 

現段階では「障害支援区分 6のかたを対

象とする予定」となっていますが、入院中の

ヘルパー利用が法的に可能となったことか

ら、今後も必要なかたが利用できるよう、本

市独自の入院時コミュニケーション支援事業

を継続しながら、さらなる充実について、引き

続き国に要望していきます。 

2点目の障害児の意思疎通に関するご意

見ついて、本市では、早期療育事業におけ

る保育や機能訓練、保育所や幼稚園等にお

ける支援保育や支援教育において、子ども

の主体性を大切にしながら、自分の意思を

伝えるための経験を積んでいただけるよう支

援しています。 

8 ①条例素案は、具体的な施策として、2 章 ご意見ありがとうございます。 
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以降で「現在できることを記載した」と箕面

市は回答されていますが、当事者が今後ど

のような場面で,どのような事が必要となる

かはわからないままでは困ります。そのた

め、今後検討したり、改善したりするための

「協議会の設置」を明文化してください。 

②「条例素案では、抽象的表現が多い」と

言ったら、「条例とはそういうものです。」と

いう役所の方がおられるそうですが、それ

では市民の理解は深まりません。当事者、

支援者、関わりのある人たちの具体的な活

動を正確に記載し、当事者、関係者が必要

としている事を具体的な施策に取り入れて

分かりやすく「これからこうしていく」と書くべ

きだと思います。 

◎「豊かな共生社会の町・箕面」にふさわし

い条例を制定して下さい。 

1点目の協議会の設置について、本市で

は会議体を条例で定める場合は、市長から

の諮問等に対して答申等を行う市の附属機

関としており、障害福祉を含む福祉、医療、

地域保健等の施策の推進や見直しについて

は、箕面市保健医療福祉総合審議会が総

合的に審議する諮問機関として設置されて

います。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の本条例の表現については、本条

例では、できるかぎり解釈に齟齬が生まれな

いよう、また、本条例制定後も、時代の変化

や技術の進歩による状況変化に耐えうる表

現とし、基本的な事項などは国の法律や条

約等の表現を用いています。その他の事項

については、齟齬が生じない範囲で、わかり

やすい文章となるよう努めるとともに、わかり

やすい説明資料を別途作成する予定です。 

9 

障がい者権利条約に基づき、「促進条

例」（以下本条例）の制定にあたられました

関係者のみなさんの真摯なとりくみに敬意

と感謝を申し上げます。 

本条例案はろう者の方をはじめ多様な

意思疎通困難者のためのコミュニケーショ

ンを促進する条例案です。さらには障害の

有無にかかわらず、すべての人があたり前

のくらしができるような社会をめざして条例

を制定することを目的としています。 

これまでの市の取り組みの上に障がい

ご意見ありがとうございます。 

1点目の市の責務について、ご指摘のと

おり、市の責務の範囲は広く、そのため第 4

条において、理解の促進以外にも、利用環

境の整備、市主催行事等における意思疎通

支援者の配置、災害時の情報伝達にかかる

施策の推進を市の責務として定めていま

す。 

意思疎通手段を利用する環境整備につい

ては、具体的な取り組みの中で検討していき

ます。 
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者権利条約の定義や基本理念にそった条

例として、積極的な施策が期待されます。

条例実施後の検証や、充実のために協議

会の継続や多様な障がい者や関係者の参

加を広げることを要望するものです。この

立場から数点について意見をのべます。 

第 4 条の市の責務にある施策は、啓発

に重点が置かれています。もちろんこれは

大切なことですが、以下の条文を合わせて

読みますと不十分です。聴力障がい者をは

じめすべての意思疎通困難者を対象にし

た、情報取得と利用の環境整備促進とは、

具体的にはどのようなことを想定されてい

るのでしょう。また、災害そのほかの非常

事態への対応についても多面的な対応が

求められます。例えば失語症の方の場合、

コミュニケーションカードやスマホやタブレッ

トの活用等で意思疎通をはかりますが、障

がい特性によりそう医療や福祉、人、コミュ

ニケーションツールの研究や環境整備など

では、事業所との共同も必要になります。

市の責務の範囲は極めて広いといえます。 

（財政上の措置）が予算の範囲内とうた

う第 8 条とあわせて読みますと、実践が消

極的になるのではないでしょうか。条例の

提起や基本理念をいかすためにも、第 8条

の予算の範囲内の表現を削除して、必要

な財政上の措置を講ずるものと明記するこ

とを提案します。 

（意見の聴取）の第 7条についても、意見

を聴取にとどまらず協議し決定すると表現

し、文字通り本条例を必要とするすべての

方々の参加を保障する内容にされることを

提案します。 

（手話による意思疎通支援）第 13条につ

いても、意思疎通の支援の必要性の判断

は当事者におくべきであり、形式上とはい

え判断を市長にゆだねるという表現は実態

にあいません。 

要約筆記の項目やその等についても同様

です。 

本条例実施にあたり現時点ではふれら

れていないことも含め、今後検討、改善す

べき事柄がうまれてくるでしょう。障がい者

権利条約に伴う法整備や市のその他の条

2点目の財政上の措置に関する記載につ

いてですが、全ての施策において、事実上、

予算の範囲内となります。予算は市の全施

策を総合的に判断して編成されており、障害

福祉分野についても、毎年度、様々な情勢

を見ながら予算を組んでいます。本条例の

施行により、本条例のめざす理念の実現に

向けて関連する事業の予算についても充実

した議論をしていきます。 

3点目の協議する場の明文化に関するご

意見について、本市では協議の場を条例で

定める場合は、市長からの諮問等に対して

答申等を行う市の附属機関としており、障害

福祉を含む福祉、医療、地域保健等の施策

の推進や見直しについては、箕面市保健医

療福祉総合審議会が総合的に審議する諮

問機関として設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

4点目の意思疎通の支援の必要性の判断

に関するご指摘について、意思疎通支援者

の派遣に関する基準については、支援の体

制や財政上の点から一定の基準を設ける必

要があります。 
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例や要綱、内規などの見直しも検討課題に

なると考えますが、本条例策定にいたる関

係者のみなさんの努力に敬意を表し、条令

実施後も協議機関を継続され、当事者や

関係者、市民参加での施策の優れた前進

を重ねて期待するものです。 

10 

1．市役所本館で申請をするときに、筆談で

は通じず、意図することと違って困ることが

あった。市役所本庁にも手話通訳者を配置

して欲しい。 

（事例）夫の死亡に関する証明書や、息子

の戸籍関係の書類を本庁で申請した際

に、筆談の内容が分からず、何度も行き違

いがあり、再度窓口に行かなければならな

かった。 

2．FAXの着信を、どの部屋にいても目で見

て分かるように、光で知らせてくれ、持ち運

べる聴覚支援機器が欲しい。 

3．音が明瞭に聞こえないため、家の回りで

発生する音の原因も分からず困ることがあ

る。特に一人暮らしで不安なため、1 ヶ月に

1 回でも良いので、自宅に支援者に訪問し

てもらい、手話通訳を介して困っていること

を相談したい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の手話通訳者の配置に関するご意

見について、本市では、みのおライフプラザ

に手話通訳業務員を配置し、依頼に応じて

市役所本庁に派遣しています。市役所本庁

への派遣をご希望される場合は、ファクス等

で事前にご依頼ください。 

2点目の聴覚支援機器について、ご希望

の聴覚支援機器は日常生活用具の「聴覚障

害者用屋内信号装置」として給付対象となっ

ています。障害等級や所得状況によって給

付できない場合もありますので、障害福祉課

にご相談ください。 

また 3点目のご意見について、本市では、

聴覚障害者の用務時の意思疎通のために、

手話通訳者を派遣しています。派遣が必要

な場合は障害福祉課にご相談ください。定期

的な訪問については、相談支援事業所や包

括支援センターなどにご相談ください。 
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①条例の中に、条例の見直しや施策につ

いての議論をするための協議会について

明文化すること。 

今回の条例案はまだまだ不十分なところ

があり、今後不都合が出ることが考えられ

る。その場合に条例を見直すという目的で

も、協議会の設置が必要である。また、市

は箕面市障害者市民施策推進協議会に専

門部会を立ち上げて議論すると言っている

が、専門部会というのは親会の下にあるも

ので、箕面市障害者市民施策推進協議会

の中での発言力は親会よりも下だと思って

いる。そこで手話言語に関する議論をして

も、ろう者の意見が充分に届かない可能性

があるため、箕面市障害者市民施策推進

協議会の専門部会で議論することについ

ては納得いかない。条例の中の手話言語

の部分について、聴覚障害者及び関係者

と市とで直接議論ができる場を設けるため

にも協議会は必要と考える。 

ご意見ありがとうございます。 

本市では会議体を条例で定める場合は、

市長からの諮問等に対して答申等を行う市

の附属機関としており、障害福祉を含む福

祉、医療、地域保健等の施策の推進や見直

しについては、箕面市保健医療福祉総合審

議会が総合的に審議する諮問機関として設

置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場
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②今回の条例は協議会ありきであり、協議

会の記載が無いのであれば、条例検討を

振り出しに戻し、手話言語条例と情報コミュ

ニケーション条例を分けて再検討すべき。 

今回の条例案に協議会の記載が無けれ

ば、今回の条例は不要である。手話言語

条例と情報コミュニケーション条例のそれ

ぞれを別に検討しなおすべきだと思う。過

去に、箕面市の手話通訳者の配置につい

て、ろう者と市とで直接議論し、手話通訳者

の配置が実現できたが、それと同様に、手

話言語条例単体の検討について、ろう者と

市とで直接議論し再検討したい。 

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

また、本条例は、様々な障害特性に応じ

た意思疎通の支援施策を、障害特性にかか

わらず、一体的に推進することが有効と考

え、手話言語条例と情報コミュニケーション

条例の 2つに分けるのではなく、1つの条例

としています。 
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1．第二条の四の部分について 

「文字の表示」という部分を「要約筆記や手

話など文字の表示」に変えてほしい。 

理由：私は箕面市に要約筆記者として登録

して活動しています。現在の状況でも文字

の表示の場合、ほとんどが手話と要約筆

記なので、そういう制度を市民に知らせる

意味においても具体的な名称を表記してほ

しいです。 

2．条例のハンドブックなどを作ってほしい。 

理由：条例の素案を読んでみたが、堅苦し

くてわかりづらいから。市民が理解して、制

度を使いやすくすることが大切だと思いま

す。 

3．制度をより良く、柔軟に変更できるように

してほしい。 

条例を柔軟に運営できるように、当事者

との話しあいの場を明記したほうが良いと

思います。 

情報・コミュニケーションに関する当事者

の意見を聞く場を明記したほうが良いと思

います。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。  

2点目のご意見について、条例の文章が

「難しくてわかりにくい」というご感想はもっと

もであると思いますので、わかりやすい説明

資料を別途作成する予定です。 

3点目の当事者との話し合いの場の本条

例への明記について、本市では会議体を条

例で定める場合は、市長からの諮問等に対

して答申等を行う市の附属機関としており、

障害福祉を含む福祉、医療、地域保健等の

施策の推進や見直しについては、箕面市保

健医療福祉総合審議会が総合的に審議す

る諮問機関として設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成
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員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

 

13 

当事業所には、病気や事故で脳を損傷

したことによる高次脳機能障害の方が 26

名通っています。同障害により、言葉を「聞

く」・「話す」・「読む」・「書く」・「理解する」こと

が困難になる失語症を発症され、日々のコ

ミュニケーションに苦労されている方がその

うちの 3割を占めます。また、同障害よって

記憶の保持や注意を向けることが困難とな

り、結果としてコミュニケーションが成立し

づらい方もおられます。高次脳機能障害や

失語症については、今以上に広く知ってい

ただかなければ、適切な配慮も得られにく

いと思います。 

⇒「障害者の意思疎通を促進する」の説明

文の中に”高次脳機能障害”を追記してくだ

さい。 

中途障害の方々は、一般社会の中で獲

得してきた経験があります。脳損傷により

大半の方に失語症が発現しますが、言語

訓練によって回復されているケースはたく

さんあります。一定期間で回復しなくても、

周囲の配慮や訓練の機会によって、少しず

つ回復していくケースもあります。つまり、

時間をかければ回復の余地があるというこ

とです。しかしながら、言語訓練は急性期・

回復期の医療現場、もしくは介護保険サー

ビスの範囲に限られています。回復の可能

性がありながら、その機会に出会う場も配

慮者も極端に少ないのが現状です。 

⇒「第三章 意思疎通手段の利用環境の

整備等」に関して、言語聴覚士などの専門

職を行政機関に配置し、常に相談できる環

境を整えてください。 また、意思疎通のた

めの支援に対して指導を必要とする事業

所などに、専門職がアウトリーチできるよう

にしてください。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の高次脳機能障害の追記に関する

ご意見について、前文中の「身体障害、知的

障害、発達障害を含む精神障害その他心身

の機能の障害」に、高次脳機能障害も含み

ます。本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が

生まれないよう、国の法律や条約等の表現

を用いていますので、この表記も障害者基

本法における障害者の定義を用いていま

す。 

2点目のご意見について、障害に関するご

相談は基幹相談支援センターで相談をお受

けします。専門的なことについては、医療機

関等の適切な機関に繋いでいくよう努めま

す。 

14 

・定義の第二条四のところに意思疎通の手

段として、いろいろなツールが書かれてい

ますが、本人の意思を汲み取るのが、ツー

ルではなく人だという重度障害者もいます。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目のご意見について、ご指摘の「人に

よる意思疎通」も含め、第 4条第 2号のとお

り、利用環境の整備に努めます。 
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言葉や文字などの手段を用いて訴える

ことができない人に対しても、意思疎通の

道を開いてください。家族だけではフォロー

できない時が来ます。 

・第十九条、第二十条、第二十一条、第二

十二条の意思疎通に関する内容のところ

に、要約筆記への言及はありますが、その

他の多様な意思疎通に対しての支援は、

全く排除されてしまっています。 

このままでは、第三章以下の学ぶ機会

の提供や学校等における理解の促進など

は要約筆記のことだけと誤解されてしまい

ます。この条例の「箕面市手話言語及び多

様な意思疎通のための手段の利用促進条

例」と言う名称に合致した内容にするため、

要約筆記だけでなく、多様な支援内容があ

ることがわかるように書きかえてください。 

・第二条八の文言 

意思疎通支援者 手話通訳者、要約筆記

者、点訳者、音訳者、盲ろう者向け通訳・介

助員、その他その障害の特性に応じた意

思疎通のための手段を用いて障害者の意

思疎通を支援する者を言う、と書きかえてく

ださい。 

・市民の役割として第五条に市民の努めが

書かれていますので、市民に周知、理解を

深めてもらうためには、（定義）第二条 一 

障害者の定義のところに、知的障害、精神

障害、発達障害、重度の身体障害、高次脳

機能障害、失語症 難病等、できるだけは

っきり明記して市民のみなさんに、障害者

のイメージを広く持ってもらえるよう努めてく

ださい。 

・（意見の聴取） 

第七条 市は、第四条各号に規定する施

策の内容の検討及び見直しを、障害者並

びにその他の関係者及び関係団体が要望

した時、意見聴取の場を持つ。と書きかえ

てください。 

・パブリックコメントの参考資料として置か

れている文書に、Ⅱ概要の項があり、5.意

思疎通手段の利用環境の整備等のところ

で、（7）手話通訳者以外の意思疎通支援

者の確保と養成と書かれています。素案を

読むと（手話通訳を除く。）と書かれている

2点目の第 19条、第 20条、第 21条、第

22条についてですが、障害によって、例えば

瞬きや目の動きなど多様な意思疎通のため

の手段があると認識しており、本条例は、全

ての障害者を対象と捉えています。つきまし

ては、様々な機会を通じて、多様な意思疎通

の形態や支援内容があることの周知に努め

ます。 

3点目の第 2条第 8号に関するご指摘に

ついて、引き続き検討します。 

4点目の障害者の定義について、本条例

は、できるかぎり解釈に齟齬が生まれないよ

う、国の法律や条約等の表現を用いていま

すので、この表記も障害者基本法における

障害者の定義を用いています。 

5点目の意見の聴取に関するご意見につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

そのため、本条例では、第 7条において、

「市は、第 4条各号に規定する施策の内容

の検討及び見直しに当たり、障害者並びに

その他の関係者及び関係団体の意見を聴く

ものとする。」と定めています。 
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ので、本当は多様な（要約筆記以外も含ん

だ）意思疎通の支援者の確保と養成の意

味と思いますが、概要だけ読まれた方は、

要約筆記者の確保と養成のことだけと解釈

されてしまいかねません。常に、手話と要

約筆記だけが意思疎通のための支援手段

と誤解しそうな文章が並んでいるように思

えます。 

多様な障害者の、多様な意思疎通の支

援を掲げてほしいです。「障害者意思疎通

を促進する」のところに、・・・障害の有無に

かかわらず、全ての人が当たり前に、自ら

が望む意思疎通のための手段の選択の機

会が確保され、日常生活又は社会生活の

中で情報を取得し、利用し、また、意思疎

通を図ることができる社会を目指し、この条

例を制定するものである。と書かれていま

す。障害種別で排除されることのない意思

疎通のための手段の利用の促進を目指し

てほしいです。 
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①失語症のかたと意思疎通するための理

解促進をお願いします。ひとつの方法とし

て、添付資料のようなものを作ってくださ

い。 

添付資料「失語症の方との上手なつき合い

方」 

②失語症のかたと意思疎通を図るための

ツールをつくり、役所や病院などの窓口に

おいてください。参考に中途障害者作業所

いきがいワークの利用者（失語症のかた）

が実際に使用している絵本のコピーを添付

します。 

添付資料「ことばのべんきょう」 

③条例素案 第七条「…障害者並びにその

他の関係者及び関係団体の意見を聴くも

のとする」とあるように、当事業所にも意見

聴取をしてください。当事業所には失語症

のかたが十数名（約半数）おられます。 

④第八条「予算の範囲内において」ではな

く、予算化してください。 

⑤条例施行後も、理解促進、環境整備が

すすむよう、障害当事者及び関係団体と協

議する機会を定期的につくってください。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目、2点目のご提案の失語症のかた

に関する支援について、障害特性に応じた

意思疎通手段に対する支援の一つとして参

考にさせていただきます。 

3点目の意見聴取については、箕面市障

害者市民施策推進協議会やその専門部会

において、様々な障害当事者のご意見を伺

う予定です。なお、専門部会では、検討等の

内容に応じて、同協議会で構成員となってい

ない当事者や支援者等にもご参加いただ

き、ご意見を伺いながら、より専門的に施策

の検討を行います。 

4点目の財政上の措置に関する記載につ

いてですが、全ての施策において、事実上、

予算の範囲内となります。予算は市の全施

策を総合的に判断して編成されており、障害

福祉分野についても、毎年度、様々な情勢

を見ながら予算を組んでいます。本条例の

施行により、本条例のめざす理念の実現に

向けて関連する事業の予算についても充実

した議論をしていきます。 

5点目の協議の機会についても、同協議

会やその専門部会を協議の場とし、ご意見

をいただきたいと考えています。 
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手話言語条例を作るに当たり、第 7条の

文章「関係者及び関係団体の意見を聴くも

のとする」というところの、意見を聴くだけで

はなく、是非当事者参加の話し合いの場、

協議会をつくり意見を言わせてほしい。箕

面市障害者市民施策推進協議会だけで

は、当事者が入っていないので。 

予算について、予算の範囲内というとこ

ろを、予算を作ってほしい事を要望します。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会について、本市ではこれま

で、本条例の検討も含め、障害者市民に関

する施策の推進等については、箕面市障害

者市民施策推進協議会及びその専門部会

において議論、検討、意見交換を行ってきま

した。 

専門部会は、検討等の内容に応じて、同

協議会で構成員となっていない当事者や支

援者等にもご参加いただき、ご意見を伺いな

がら、より専門的に施策の検討を行っていま

す。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

2点目の財政上の措置に関する記載につ

いてですが、全ての施策において、事実上、

予算の範囲内となります。予算は市の全施

策を総合的に判断して編成されており、障害

福祉分野についても、毎年度、様々な情勢

を見ながら予算を組んでいます。本条例の

施行により、本条例のめざす理念の実現に

向けて関連する事業の予算についても充実

した議論をしていきます。 

17 

・必要に応じて見直すことが出来るように条

例に書く。 

・協議会の設置と条例への明文化を要望。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の見直しについて、明文

の有無に関わらず、条例は必要に応じて適

宜見直しを行います。 

2点目の協議会の本条例での明文化につ

いては、本市では会議体を条例で定める場

合は、市長からの諮問等に対して答申等を

行う市の附属機関としており、障害福祉を含

む福祉、医療、地域保健等の施策の推進や

見直しについては、箕面市保健医療福祉総

合審議会が総合的に審議する諮問機関とし

て設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 
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本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

18 

・条例の文章が難しいので、みんながわか

りやすい文章・言葉で表してほしい。 

・はじめて、手さぐりしながら作っている、ま

だ完全ではない条例だと思うので、条例の

訂正や変更ができるしくみが必要だと思い

ます。 

・話し合いの場として、障害者推進協議会

もあると思いますが、すべての当事者（例

えば聴覚障害者）が入っているわけではな

いので、専門性の高い協議会の設置、そ

の明文化が必要だと思います。 

よろしくお願いいたします。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の文章についてですが、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、また、本条例制定後も、時代の

変化や技術の進歩による状況変化に耐えう

る表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目の本条例を変更することができる仕

組みについては、明文の有無に関わらず必

要に応じて適宜見直しを行います。 

3点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って
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います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

19 

・気軽に集える場所 

・気軽におしゃべりできる場所 

ご意見ありがとうございます。 

いただいたご意見を参考に、施策の推進

に努めます。 

20 

・障害のある方の必要とされる支援はまち

まちです。 

当事者の要望する意見を細かくくみと

り、理解し支援のかたちを決めていくべきも

のと思います。 

その為には、それを話し合える協議会の

設置を切望します。 

・現在の障害者の環境と将来の環境は短

いスパンで変化していくと思う。 

IT化する可能性が高い将来、「予算の範

囲内」8 条という制限ある文言は入れない

で欲しい。 

条件が変わることが予想される由に協議

会はぜひ設置してもらいたい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会について、本市では、障害

者市民に関する施策の推進等については、

箕面市障害者市民施策推進協議会及びそ

の専門部会において議論、検討、意見交換

を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の財政上の措置に関するご意見に

ついて、予算は固定でなく、毎年度、そのと

きの情勢に合わせて編成されており、支援

の IT化など大きな変革があった時は、予算

そのものがそれに見合った形になっていきま

す。予算は市の全施策を総合的に判断して

編成されており、障害福祉分野についても、

毎年度、様々な情勢を見ながら予算を組ん

でいます。本条例の施行により、本条例のめ

ざす理念の実現に向けて関連する事業の予

算についても充実した議論をしていきます。 

21 

・文章が難かしすぎる。分かり易い簡単な

文章に変えて欲しい。 

・条例について、協議会にのせて、明文化

して欲しい。 

※妻は手話サークルにいます。福祉に優し

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の文章についてですが、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、また、本条例制定後も、時代の

変化や技術の進歩による状況変化に耐えう
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い箕面市を期待しています。 る表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

22 

・協議会の設置と条例への明文化を要望。 

・必要に応じて見直すことができるように条

例に書く。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の明文化について、本市

では会議体を条例で定める場合は、市長か

らの諮問等に対して答申等を行う市の附属

機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び
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その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

23 

・必要に応じて見直しことが出来る条例と

する。 

・協議会がスムーズに運営できる体制の確

立をはかる。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

2点目の協議会のスムーズな運営体制に

関するご意見について、本市では、これまで

障害者市民に関する施策の推進等について

は、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。引き続き、同協議会及

びその専門部会について、スムーズな運営

に努めます。 

24 

早急の条例の作成にいろいろ問題があ

り、今後も出てくると思われるので、策定後

も改善できるよう協議会を作る必要性を感

じます。 

ご意見ありがとうございます。本市では、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反
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映したいと考えています。 

25 

・協議会の場所設置して欲しい。 

・必要に応じて見直すことができるように条

例に書いてほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の設置について、本市で

は、障害者市民に関する施策の推進等につ

いては、箕面市障害者市民施策推進協議会

及びその専門部会において議論、検討、意

見交換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

26 

●準備が整うのを待つのでなく、あらゆる

機会に障害のある人が参加できるようにお

互いに歩み寄り,考えることが大切。 

本条例案は行政・事業者・市民が意思疎

通のための多様な手段を必要とする人が

市民として普通に生活できるようにお互い

に理解を促進するための第一歩となるもの

であると思います。 

条例が絵に描いた餅にならないために

最も大事なことは、「啓発」事業もさることな

がら、聴覚障碍者をはじめとする様々な障

害のある人が、教育・雇用、あらゆる機会

において排除されずに、まず参加できるよ

うに配慮することです。 

●使いたいときにすぐに使えるように。 

行事やさまざまな社会生活において、手

話や意思疎通のための手段が、必要なと

きにすぐに使えるものでなければ条例があ

っても結局、意味がありません。 

気になることは、手話などを「必要である

と市長が判断したときに支援する」と書か

れていることです。 

「手話による意思疎通の支援が必要であ

ご意見ありがとうございます。 

1点目のご意見について、全ての人が支

え合い、共に生き、共に暮らす社会こそが当

たり前の社会であるというノーマライゼーショ

ンのまちづくりを推進します。 

2点目の支援の判断基準に関するご指摘

について、意思疎通支援者の派遣に関する

基準については、支援の体制や財政上の点

から一定の基準を設ける必要があります。

当該基準については、障害者の情報保障の

観点を踏まえ、どのような場合に支援が受け

られるのかを、規則や要綱で定める予定で

す。手続きについては、できるだけ簡単に、

必要な時に使っていただけるよう、ご意見を

参考にさせていただきます。 
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る」という判断基準は何でしょうか。 

障害がなければ当たり前に参加できる

行事等に障害があることが理由で参加でき

ないことがないように、ということを判断基

準としていただきたいと思います。（例えば

医療機関の受診は良いが娯楽的なものは

ダメとか、言われかねません。） 

また、市長の判断をあおぐということは、

事前に申し出て、決定まで時間がかかるの

ではないかということが懸念されます。必要

な時に簡素な手続きで使えるように具体の

政策を作ってください。 

27 

◎条例制定後も話し合える協議会の設

置と条例の中に協議会の明文化を強く要

望します。 

・箕面市障害者市民施策推進協議会には

ろう者の当事者は入っていないので、くわし

い話ができないのではないか。 

・将来の子ども達のためにも話し合う場が

必要。 

・生活の中の困り言等をすい上げる場とし

ても必要。 

・予算の範囲内と書かれているが、それは

省いて、積極的にとってもらえるようにして

ほしい。 

・条例の中で、手話通訳、要約筆記は市長

が判断して付けるということが書かれてい

るが、ろう者の人が必要なことには、市長

の判断では付ける必要があるので、「市長

の判断」はおかしい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目から 4点目までの協議会に関する

ご意見について、本市では会議体を条例で

定める場合は、市長からの諮問等に対して

答申等を行う市の附属機関としており、障害

福祉を含む福祉、医療、地域保健等の施策

の推進や見直しについては、箕面市保健医

療福祉総合審議会が総合的に審議する諮

問機関として設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

5点目の予算の範囲内に関する記載につ

いてですが、全ての施策において、事実上、

予算の範囲内となります。予算は市の全施

策を総合的に判断して編成されており、障害

福祉分野についても、毎年度、様々な情勢

を見ながら予算を組んでいます。本条例の

施行により、本条例のめざす理念の実現に
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向けて関連する事業の予算についても充実

した議論をしていきます。 

6点目の「市長の判断」に関するご意見に

ついて、意思疎通支援者の派遣に関する基

準については、支援の体制や財政上の点か

ら一定の基準を設ける必要があります。 

28 

障害者推進協議会のメンバーにはろう

者はいません。 

今回条例ができても、さらに内容につい

て話し合いの出来る場である協議会の設

置は絶対必要だと思います。ぜひ協議会

の設置を文章にもりこんでください。 

・もっと分かりやすい文章にしていただきた

いです。 

・第 12条、13条に「市長が判断した場合に

手話通訳」とあるが、ろう者にとって必要な

ら当然、通訳を付けるべきと思う。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の設置について、本市で

は会議体を条例で定める場合は、市長から

の諮問等に対して答申等を行う市の附属機

関としており、障害福祉を含む福祉、医療、

地域保健等の施策の推進や見直しについて

は、箕面市保健医療福祉総合審議会が総

合的に審議する諮問機関として設置されて

います。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

2点目の本条例の文章についてですが、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、また、本条例制定後も、時代の

変化や技術の進歩による状況変化に耐えう

る表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 
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3点目の支援の判断基準に関するご指摘

について、手話通訳者の派遣に関する基準

については、支援の体制や財政上の点から

一定の基準を設ける必要があります。 

29 

・条例制定後に様々な問題や見直しの必

要な点が多く出てくることが予想されます。

そういう議論を行う場として、当事者・支援

者・関係者など集まり協議する場として協

議会の設置と明文化を願います。 

・「手話及び意思疎通手段」について一般

市民が大体理解できるよう、具体的にもっ

と説明してほしいと思います。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の設置と明文化に関する

ご意見について、本市では会議体を条例で

定める場合は、市長からの諮問等に対して

答申等を行う市の附属機関としており、障害

福祉を含む福祉、医療、地域保健等の施策

の推進や見直しについては、箕面市保健医

療福祉総合審議会が総合的に審議する諮

問機関として設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。 

30 

「協議会の設置と条例への明文化」を要

望いたします。今までに障害者に対して何

か問題が発生した時には障害者市民施策

推進協議会で話し合いをされたそうです

が、その中には聴覚障害者のかたが誰もメ

ンバーに入ってないとお聞きしております

が、今回の新しく条例を作っていただく上に

おいては、後で何か問題が起こった時に

は、すみやかに問題解決出来るように当事

ご意見ありがとうございます。 

本市では会議体を条例で定める場合は、

市長からの諮問等に対して答申等を行う市

の附属機関としており、障害福祉を含む福

祉、医療、地域保健等の施策の推進や見直

しについては、箕面市保健医療福祉総合審

議会が総合的に審議する諮問機関として設

置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、
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者である聴覚障害の人もメンバーに入った

「協議会」の設置とまたこれを今回の条例

の中に明文化していただけるように要望い

たします。 

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において聴覚障害のかたも構

成員としてご参加いただき、議論、検討、意

見交換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

31 

・条例の中に協議会を設置することを明文

化してほしい。 

・文章をわかりやすくしてほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の設置について、本市で

は会議体を条例で定める場合は、市長から

の諮問等に対して答申等を行う市の附属機

関としており、障害福祉を含む福祉、医療、

地域保健等の施策の推進や見直しについて

は、箕面市保健医療福祉総合審議会が総

合的に審議する諮問機関として設置されて

います。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の本条例の文章についてですが、
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本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、また、本条例制定後も、時代の

変化や技術の進歩による状況変化に耐えう

る表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

32 

条例素案の第七条 

市は…障害者並びにその他の関係者及び

関係団体の意見を聴くものとする。 

「意見を聴くものとする。」では、条例制

定後に問題が起こった時、審議することなく

終わってしまいます。話し合い、検討する

場として協議会を設置することが必要で

す。また、協議会で話し合われた結果が実

効性のある形で反映されるように、条例に

明文化して欲しい。 

部会での話し合いが早急過ぎ、当事者

が納得がいかないままでの条例案作りで

は、制定後に問題が生じてくると思います。 

ですから、制定後の協議会の設置が必

要です。 

ご意見ありがとうございます。 

本市では会議体を条例で定める場合は、

市長からの諮問等に対して答申等を行う市

の附属機関としており、障害福祉を含む福

祉、医療、地域保健等の施策の推進や見直

しについては、箕面市保健医療福祉総合審

議会が総合的に審議する諮問機関として設

置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。なお、本条例の制

定を急ぐのではなく、引き続きご意見を伺い

ながら、素案の修正を進めます。 

33 

近隣の他市に比べて箕面市は福祉の進

んだ市だと認識してきた。新しい条例を作

るにあたっては、先行する市、県の良いと

ころや反省するところを学びながら箕面市

らしい市民のための条例作りをしてほしい

と思います。 

ご意見ありがとうございます。ご意見を参

考に、引き続き本条例の検討に努めます。 

34 ・条例の内容が抽象的で分かりにくいの ご意見ありがとうございます。 
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で、誰が読んでも分かる内容にしてほし

い。 

・今回、初めての条例制定で、制定後に簡

単に変更ができないのは困る。何か問題

が生じた時に話し合うことができる協議会

の設置は、条例にはっきりと書いてほしい。 

・条例に協議会（条例ができて、何か問題

が起きたり変更が必要な場合必ず協議す

る場がいる）を設置する。明文化する事。 

・当事者、支援者（手話通訳・要約筆記）、

関係団体（障がい者団体）（福祉会）を、協

議会にメンバーとして入る。 

・財政上の措置について「予算の範囲内」と

いうのは消極的すぎるのではないか。 

・「市長が認める場合において」と書かれて

あるが、聴える人と聴えない人の平等とい

う意味でどんな場合でも、市行事、講演に

は、必ず、手話通訳、要約筆記を付ける。 

質問 ※「市長が認めるとは、どういった

判断で何を基準とするのか」 

・文章が難しい。大阪府の文章をそのまま

引用するのではなく、箕面版の解りやすい

文章にしてほしい。 

1点目、7点目の本条例の文章に関するご

意見についてですが、本条例は、できるかぎ

り解釈に齟齬が生まれないよう、また、本条

例制定後も、時代の変化や技術の進歩によ

る状況変化に耐えうる表現とし、基本的な事

項などは国の法律や条約等の表現を用いて

います。その他の事項については、齟齬が

生じない範囲で、わかりやすい文章となるよ

う努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目から 4点目の協議会の明文化に関

するご意見ついて、本市では会議体を条例

で定める場合は、市長からの諮問等に対し

て答申等を行う市の附属機関としており、障

害福祉を含む福祉、医療、地域保健等の施

策の推進や見直しについては、箕面市保健

医療福祉総合審議会が総合的に審議する

諮問機関として設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

5点目の財政上の措置に関する記載につ

いてですが、全ての施策において、事実上、

予算の範囲内となります。予算は市の全施

策を総合的に判断して編成されており、障害

福祉分野についても、毎年度、様々な情勢

を見ながら予算を組んでいます。本条例の
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施行により、本条例のめざす理念の実現に

向けて関連する事業の予算についても充実

した議論をしていきます。 

6点目のご意見について、意思疎通支援

者の派遣に関する基準は、支援の内容や対

象により異なります。支援を行うにあたって

は、支援の体制や財政上の点から一定の基

準を設ける必要があります。当該基準につ

いては、障害者の情報保障の観点を踏ま

え、どのような場合に支援が受けられるのか

を規則や要綱で定める予定です。 

35 

・条例の中に協議会を設置することを明文

化してほしい（条例後の問題があった時に

解決できるようにするため）。 

・条例の文章がむずかしいので、簡単にわ

かりやすくしてほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

本市では会議体を条例で定める場合は、

市長からの諮問等に対して答申等を行う市

の附属機関としており、障害福祉を含む福

祉、医療、地域保健等の施策の推進や見直

しについては、箕面市保健医療福祉総合審

議会が総合的に審議する諮問機関として設

置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の本条例の文章に関するご意見に

ついてですが、本条例は、できるかぎり解釈

に齟齬が生まれないよう、また、本条例制定

後も、時代の変化や技術の進歩による状況

変化に耐えうる表現とし、基本的な事項など

は国の法律や条約等の表現を用いていま

す。その他の事項については、齟齬が生じな

い範囲で、わかりやすい文章となるよう努め

ていきます。 
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条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

36 

・障害者の人達の希望や意見をできる限り

生活しやすいように。 

・いつも安心できるようにしてあげたい。 

ご意見ありがとうございます。 

ご意見を参考に、施策の推進に努めま

す。 

37 

・全体として表現や言葉が難しく、親近感が

持てない条例となっています。もっと平易な

わかりやすい表現を希望します。 

・第 1章 総則 の中の（定義）第 2条 4 

意思疎通手段の定義ですが、言語（音

声言語及び手話以外の非音声言語をい

う。）、要約筆記、筆談等文字の表示、点

字、触手話、指文字、その他の触覚を使っ

た意思疎通、拡大文字、利用しやすいマル

チメディア並びに筆記、音声、ひらがな表

記など平易な表現によるわかりやすい情報

伝達及び朗読その他の重度障害者用装

置、サイン、写真、絵画、記号、ジェスチャ

ー等によるコミュニケーション手段、その

他、障害者のコミュニケーション手段として

必要な形態、手段及び様式（利用しやすい

情報通信機器を含む。）を言う 

というように、全ての意思疎通手段を網

羅できるよう記載してください。 

・同じく第 2条 7 

合理的な配慮についての記載が非常に

後ろ向きです。 

障害者が他の者との平等を基礎として

全ての人権及び基本的自由を享有し、又

は行使することを確保するための必要かつ

適当な変更及び調整を行う。 

としてください。 

「特定の場合において…」以降は不要で

す。市の姿勢として、均衡や過度の負担に

触れる必要はありません。（ちなみに明石

市の条例には上記のように記載されていま

す） 

・（市の責務）第 4条 

市の責務として 1番大切なものが抜けて

います。 

（1）市は、公的機関及び事業者が合理的

配慮を行うことができるよう支援する。 

・（施策の策定方針）がありません。方針な

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の表現に関するご意見に

ついてですが、本条例は、できるかぎり解釈

に齟齬が生まれないよう、また、本条例制定

後も、時代の変化や技術の進歩による状況

変化に耐えうる表現とし、基本的な事項など

は国の法律や条約等の表現を用いていま

す。その他の事項については、齟齬が生じな

い範囲で、わかりやすい文章となるよう努め

ていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目、3点目の定義に関するご意見につ

いて、本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が

生まれないよう、国の法律や条約等の表現

を用いていますので、これらの表記も障害者

の権利に関する条約における定義を用いて

います 

4点目の第 4条に関するご指摘について

は、行政機関等と事業者のそれぞれが、社

会的障壁の除去の実施においての必要か

つ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設

置する施設の構造の改善及び設備の整備、

関係職員に対する研修その他の必要な環境

の整備に努める必要があると考えています。 

5点目の施策の推進については、本条例

の基本理念にのっとり第 4条に規定する施

策を推進します。 

6点目の第 12条及び 8点目の第 19条へ

の追記に関するご指摘については、第 4条

において、市が推進するものとしています。 

7点目の意思疎通支援者の派遣に関する

基準については、支援の体制や財政上の点

から一定の基準を設ける必要があります。 

9点目の意見の聴取に関するご意見につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合
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く、どんな施策を行うのでしょうか？ 

・第 2章第 12条 

市は、ろう者が市政に関する情報をすみ

やかに得ることができるように手話を用い

た情報発信を推進するものとする 

を追記ください。 

「市は市が主催する不特定多数の…」以

降は 12条の 2 としてください。 

・12条、14条、19条、20条、21条にある

「必要であると市長が判断した場合」は「必

要である場合」にしてください。 

・第 3章第 19条 

市は、障害者が市政に関する情報を速

やかに得ることができるように意思疎通手

段を用いた情報発信を推進するものとする 

を追記ください。 

「市は市が主催する不特定多数の…」以

降は、12条の 2 としてください。 

・（意見の聴取）第 7条 

これだけでは不十分です。具体的にどの

ような方法で意見を聞くのか、明文化をして

ください。 

協議会の位置づけが 1番良いですが、

箕面市障害者市民施策推進協議会もしく

は、その中の専門部会がこの役割を担うと

しても、条例に明文化することを強く希望し

ます。 

また、具体な見直し期間（2年毎とか 3年

毎など）も明文化してください。 

条例は作って終わりではないと考えます。

生きた条例にするためにも、きちんと見直

し・検討期間・機関を設け、より実効性のあ

る条例としていただきたいと思います。  

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

そのため、本条例では、第 7条において、

「市は、第 4条各号に規定する施策の内容

の検討及び見直しに当たり、障害者並びに

その他の関係者及び関係団体の意見を聴く

ものとする。」と定めています。 

また、条例の見直しについては、明文の

有無に関わらず、必要に応じて適宜見直しを

行います。 
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38 

より実効性の高い条例を制定するため

にも、条例を手話言語条例と情報コミュニ

ケーション条例に分けて制定することが必

要だと考えます。現状の条例素案の問題

点を以下にあげます。 

1）多様な意思疎通支援に関しての施策に

ついて 

意思疎通の支援は様々です。明石の条

例のように多様な意思疎通という文言に変

更するべきです。 

また条例の完全な章立てがされておら

ず、発達障害や知的障害など多くの意思

疎通支援を必要とする方への具体的な施

策が盛り込まれていません。このような状

況で条例ができ施行された場合、問題や課

題が出てくることは明らかです。 

また条例素案は、具体的な施策として 2

章以降で「現在できることを記載した」と箕

面市は回答しております。しかし、「これか

らこうする」と書くべきところがあると考えま

す。 

2）協議会の設置と条例への明文化につい

て 

当事者の意見を議論し反映できるよう

に、条例制定後においても、協議会の設置

が必要不可欠です。実効性のある条例に

するためにも市はこの条項を作り明文化す

る必要があると考えます。また、仮に、障害

者市民施策推進協議会及び専門部会をそ

の協議の場にする場合においても、箕面市

障害者市民施策推進協議会の構成員と、

この条例に関して必要不可欠なメンバーは

全く異なります。現在の箕面市障害者市民

施策推進協議会では、ろう者および、要約

筆記者、手話通訳者などの支援者は、箕

面市障害者市民施策推進協議会の構成員

には含まれていません。従って条例の中身

についての専門的な議論はできません。そ

のため、今回の条例検討部会を立ち上げ

る際、箕面市障害者市民施策推進協議会

の構成員以外の関係者を多数募った経緯

があります。以上のことからも、箕面市障

害者市民施策推進協議会では専門的な議

論ができないことがご理解いただけると思

います。当事者、支援者が一堂に介し協議

ご意見ありがとうございます。まず、条例

を 2つに分けることに対するご意見につい

て、本条例は、様々な障害特性に応じた意

思疎通の支援施策を、障害特性にかかわら

ず、一体的に推進することが有効と考えてい

るため、1つの条例としています。 

1点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。 

また、本条例の章立てについては、第 1章

に総則を、第 2章に手話に関する施策を、第

3章に手話以外の意思疎通手段に関する施

策を、第 4章に雑則を定めたことにより、明

確化されていると考えます。 

施策の推進については、第 4条において、

4つの施策について推進していくこととしてい

ます。 

2点目、4点目の協議会の本条例での明

文化について、本市では会議体を条例で定

める場合は、市長からの諮問等に対して答

申等を行う市の附属機関としており、障害福

祉を含む福祉、医療、地域保健等の施策の

推進や見直しについては、箕面市保健医療

福祉総合審議会が総合的に審議する諮問

機関として設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し



 

 

31 

をする協議会の設置が必要不可欠である

と考えます。 

3）条例の見直しについて 

現在の条例素案では、抽象的な表現が

多く存在します。議論の場ではなく“意見を

聞く”だけでは不十分です。出てきた問題

や課題を条例にきちんと反映するために

は、進捗状況や運用状況、及び具体的な

施策の検討、見直しに参画できる場が必要

です。これらを盛り込んだ明文化が必要で

す。 

4）協議会設置に関する明文化において、

条例への記載における優位性について 

箕面市には歴史のある箕面市障害者市

民施策推進協議会があります。障害者施

策においては、長年この場で、必要に応じ

て、時には専門部会を招集し、問題の解決

にあたってきました。このことは箕面市障害

者市民施策推進協議会の要綱にも記載さ

れており、これに基づいて行っています。し

かしながら、箕面市障害者市民施策推進

協議会の要綱は行政の内規的なものにす

ぎず、強い強制力はありません。現に部会

の開催も事業計画どおりに機能していない

ことが多く見受けられるように思います。実

効性が伴う条例を制定するには、箕面市障

害者市民施策推進協議会よりもより上位に

位置づけられる条例への記載（明文化）が

必要不可欠です。 

5）財政上の措置について 

条例素案では、財政上の措置について、

「予算の範囲内」という制限付きの記載に

なっております。他の自治体では「予算の

範囲内」の文言は一切入っていません。現

在の書きぶりでは担当部署が予算をとるこ

とができなければ、施策を実施できない可

能性が考えられます。条例では｢より拡充

をめざす｣のように、実現できるように前向

きに書くことが望まれます。 

6）条例素案における抽象的表現について 

条例素案では、抽象的表現が多々見ら

れます。例えばコミュニケーション支援の問

題も、具体的な言葉がでていません。第 3

条の例で言えば 9つ（手話通訳者、要約筆

記者、点訳者など）記載されていますが、

たいと考えています。 

3点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

5点目の財政上の措置に関する記載につ

いて、全ての施策において、事実上、予算の

範囲内となります。予算は市の全施策を総

合的に判断して編成されており、障害福祉

分野についても、毎年度、様々な情勢を見な

がら予算を組んでいます。本条例の施行に

より、本条例のめざす理念の実現に向けて

関連する事業の予算についても充実した議

論をしていきます。 

6点目の本条例の表現については、本条

例は、できるかぎり解釈に齟齬が生じないよ

う、基本的な事項などは国の法律や条約等

の表現を用いています。また、その他の事項

については、齟齬が生じない範囲で、パブリ

ックコメントのご意見も踏まえ、わかりやすい

表現に努めます。 

7点目の意思疎通支援に関する派遣の範

囲については、様々なご意見があると認識し

ていますが、支援を行うにあたっては、支援

の体制や財政上の点から、一定の基準を設

けることはどうしても必要になります。当該基

準については、障害者の情報保障の観点を

踏まえ、どのような場合に支援が受けられる

のかを、規則や要綱で定める予定です。 
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実際に実施されている代筆、代読、音読、

指点字などは記載されていません。これで

は市民への理解は深まりません。条例素

案では具体的な施策と表現が少ないと思

われます。より具体的な記載が必要であ

り、条例専門部会の多くの委員の取り込ま

れなかった意見や現在募集しているパブリ

ックコメントの意見を、箕面市は条例に反

映させるべきだと考えます。 

7) 第 13条・第 20条の手話通訳・要約筆記

による意思疎通支援の派遣対象範囲につ

いて 

聴覚障害者の意思疎通を保障するため

に、派遣の内容は広く扱うべきです、かつ

合理的な理由なく派遣範囲を小さくすること

は不当な差別です。条例には「手話通訳・

要約筆記による意思疎通支援の派遣は公

共の福祉に反し社会通念上派遣すること

が好ましくない場合を除き、聴覚障害者等

の日常生活及び社会生活を営むために必

要なものとする。」とはっきりと記述するべ

きです。 
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39 

より実効性の高い条例を制定するため

にも、条例を手話言語条例と情報コミュニ

ケーション条例に分けて制定するることが

必要だと考えます。現状の条例素案の問

題点を以下にあげます。 

1）多様な意思疎通支援に関しての施策に

ついて 

意思疎通の支援は様々です。明石の条

例のように多様な意思疎通という文言に変

更するべきです。 

また条例の完全な章立てがされておら

ず、発達障害や知的障害など多くの意思

疎通支援を必要とする方への具体的な施

策が盛り込まれていません。このような状

況で条例ができ施行された場合、問題や課

題が出てくることは明らかです。 

また条例素案は、具体的な施策として 2

章以降で「現在できることを記載した」と箕

面市は回答しております。しかし、「これか

らこうする」と書くべきところがあると考えま

す。 

2）協議会の設置と条例への明文化につい

て 

当事者の意見を議論し反映できるよう

に、条例制定後においても、協議会の設置

が必要不可欠です。実効性のある条例に

するためにも市はこの条項を作り明文化す

る必要があると考えます。また、仮に、障害

者市民施策推進協議会及び専門部会をそ

の協議の場にする場合においても、箕面市

障害者市民施策推進協議会の構成員と、

この条例に関して必要不可欠なメンバーは

全く異なります。現在の箕面市障害者市民

施策推進協議会では、ろう者および、要約

筆記者、手話通訳者などの支援者は、箕

面市障害者市民施策推進協議会の構成員

には含まれていません。従って条例の中身

についての専門的な議論はできません。そ

のため、今回の条例検討部会を立ち上げ

る際、箕面市障害者市民施策推進協議会

の構成員以外の関係者を多数募った経緯

があります。以上のことからも、箕面市障

害者市民施策推進協議会では専門的な議

論ができないことがご理解いただけると思

います。当事者、支援者が一堂に介し協議

ご意見ありがとうございます。まず、条例

を 2つに分けることに対するご意見につい

て、本条例は、様々な障害特性に応じた意

思疎通の支援施策を、障害特性にかかわら

ず、一体的に推進することが有効と考えてい

るため、1つの条例としています。 

1点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。 

また、本条例の章立てについては、第 1章

に総則を、第 2章に手話に関する施策を、第

3章に意思疎通支援に関する施策を、第4章

に雑則を定めたことにより、明確化されてい

ると考えます。 

施策の推進については、第 4条において、

4つの施策について推進していくこととしてい

ます。 

2点目、4点目の協議会の本条例での明

文化について、本市では会議体を条例で定

める場合は、市長からの諮問等に対して答

申等を行う市の附属機関としており、障害福

祉を含む福祉、医療、地域保健等の施策の

推進や見直しについては、箕面市保健医療

福祉総合審議会が総合的に審議する諮問

機関として設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し
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をする協議会の設置が必要不可欠である

と考えます。 

3）条例の見直しについて 

現在の条例素案では、抽象的な表現が

多く存在します。議論の場ではなく“意見を

聞く”だけでは不十分です。出てきた問題

や課題を条例にきちんと反映するために

は、進捗状況や運用状況、及び具体的な

施策の検討、見直しに参画できる場が必要

です。これらを盛り込んだ明文化が必要で

す。 

4）協議会設置に関する明文化において、

条例への記載における優位性について 

箕面市には歴史のある箕面市障害者市

民施策推進協議会があります。障害者施

策においては、長年この場で、必要に応じ

て、時には専門部会を招集し、問題の解決

にあたってきました。このことは箕面市障害

者市民施策推進協議会の要綱にも記載さ

れており、これに基づいて行っています。し

かしながら、箕面市障害者市民施策推進

協議会の要綱は行政の内規的なものにす

ぎず、強い強制力はありません。現に部会

の開催も事業計画どおりに機能していない

ことが多く見受けられるように思います。実

効性が伴う条例を制定するには、箕面市障

害者市民施策推進協議会よりもより上位に

位置づけられる条例への記載（明文化）が

必要不可欠です。 

5）財政上の措置について 

条例素案では、財政上の措置について、

「予算の範囲内」という制限付きの記載に

なっております。他の自治体では「予算の

範囲内」の文言は一切入っていません。現

在の書きぶりでは担当部署が予算をとるこ

とができなければ、施策を実施できない可

能性が考えられます。条例では｢より拡充

をめざす｣のように、実現できるように前向

きに書くことが望まれます。 

6）条例素案における抽象的表現について 

条例素案では、抽象的表現が多々見ら

れます。例えばコミュニケーション支援の問

題も、具体的な言葉がでていません。第 3

条の例で言えば 9つ（手話通訳者、要約筆

記者、点訳者など）記載されていますが、

たいと考えています。 

3点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

5点目の財政上の措置に関する記載につ

いて、全ての施策において、事実上、予算の

範囲内となります。予算は市の全施策を総

合的に判断して編成されており、障害福祉

分野についても、毎年度、様々な情勢を見な

がら予算を組んでいます。本条例の施行に

より、本条例のめざす理念の実現に向けて

関連する事業の予算についても充実した議

論をしていきます。 

6点目の本条例の表現については、本条

例は、できるかぎり解釈に齟齬が生じないよ

う、基本的な事項などは国の法律や条約等

の表現を用いています。また、その他の事項

については、齟齬が生じない範囲で、パブリ

ックコメントのご意見も踏まえ、わかりやすい

表現に努めます。 
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実際に実施されている代筆、代読、音読、

指点字などは記載されていません。これで

は市民への理解は深まりません。条例素

案では具体的な施策と表現が少ないと思

われます。より具体的な記載が必要であ

り、条例専門部会の多くの委員の取り込ま

れなかった意見や現在募集しているパブリ

ックコメントの意見を、箕面市は条例に反

映させるべきだと考えます。 

40 

1.  明石市の手話条例を読み比べた全体

的な感想。箕面市のこの素案は表現が堅

く、わかりにくい。具体例に乏しい。もっと平

明な文の方がよいのではないか。たとえ

ば、明石市の条例第 16 条にあるようなろう

者以外の障害者への支援について箕面市

の条例案には具体的な記述が不足してい

る。 

2.  今後、この条例を施行していくとき、関

係者が話し合う協議会の設置を条例の中

に明文化し、位置づけを明確にすべきだと

思う。 

明石市の条例第 16条のように。 

3.  箕面市の条例案第 2 条四の「意思疎

通手段」の二行目「マルチメディア並びに筆

記」のところに、「要約筆記」も入れてほし

い。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の表現についてですが、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、また、本条例制定後も、時代の

変化や技術の進歩による状況変化に耐えう

る表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 
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本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

3点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。 

41 

条例の素案を読みましたが、あまりに抽

象的な表現で、きれいごとが並んでいるよ

うに思いました。 

詳細は、それぞれ内規のようなかたちで

制定されるのかもしれないですが、実施を

望んでいるものにとっては、具体的な施策

の内容がまったくわからず、とてもがっかり

する内容でした。 

支援を必要と判断するのは、市長ではな

く、障害を持つ当事者です。 

どれだけ支援を必要とする側の話をきい

たのか・・・。 

また、支援という言い方をされますが、そ

うではなく、当たり前のように、各人にとっ

て 1 番のコミュニケーション手段でコミュニ

ケーションできる社会作りだと思いますの

で、その社会作りに必要な事柄を推進でき

る条例にしていただきたい、と思いました。 

意見募集の段階ですので、この条例の

決定はまもなく、なのかもしれません。 

そうであれば、ぜひ、個々の施策を検討す

るにあたっては、「第 7 条」は意見を聴くだ

けではなく、市の方と検討・協議できる場を

設けることにしていただきたいです。 

また、「第 9 条」で市民及び事業者等に

手話を学ぶ機会を、とありますが、ろう・難

聴の児童が手話を学べたり、手話で教育を

ご意見ありがとうございます。 

ご指摘のとおり、全ての人が当たり前に、

自らが望む意思疎通のための手段の選択

の機会が確保され、日常生活又は社会生活

の中で情報を取得し、利用し、また、意思疎

通を図ることができる社会を目指した条例に

したいと考えています。 

協議の場に関するご意見ついて、本市で

は、障害者市民に関する施策の推進等につ

いては、箕面市障害者市民施策推進協議会

及びその専門部会において議論、検討、意

見交換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

教育環境に関するご意見については、市

立小中学校において、保護者と相談のうえ

で児童生徒の個々の状況に応じた教育環境
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受ける環境作りをしていただきたいです。 

あと、手話のほかの意思疎通手段につ

いて、要約筆記に限られている箇所が気に

なりました。それでは、不十分な方もいるは

ずですので・・・。 

拙い文章で、感情的な箇所もあり、なか

なか自分の意見をきちんと届けることの難

しさを感じるのですが、期待があるがゆえ

の意見ですので、箕面市がより良い社会作

りをしてくださるのを願っております。 

の整備を行っています。 

また、手話以外の意思疎通手段の表現に

ついて、本条例は、できるかぎり解釈に齟齬

が生まれないよう、国の法律や条約等の表

現を用いていますので、この表記も障害者

の権利に関する条約における意思疎通の定

義を用いています。 

42 

今回の条例は障害者の権利獲得への大

切な大きな一歩だと考えます。 

ただし、立場によって考えも様々で、なか

なか満足なものにするのは、難しいでしょ

う。やはり、一旦条例を施行しても、次々に

調整しないといけない部分はかならず出て

きます。その時にきちんと対応できるように

議論できる場は必要だし、障害を持つ当事

者の方々が参加し意見できるシステムをき

ちんと作っておいてほしいと思います。 

また、難聴者にとって、手話の大切さは

言うまでもありませんが、じっさい人生の中

途で聞こえを失い、手話が全くできない多

数の人々にとって、文字情報はさらに必要

とされています。「要約筆記」と言うものが

あって、それを認知し十分活用できるよう

に、できるだけ周知されるように、第二条の

四、意思疎通手段にしっかりと「要約筆記」

を入れてください。 

ご意見ありがとうございます。 

議論できる場に関するご意見について

は、本市ではこれまで、本条例の検討も含

め、障害者市民に関する施策の推進等につ

いては、箕面市障害者市民施策推進協議会

及びその専門部会において議論、検討、意

見交換を行ってきました。 

専門部会は、検討等の内容に応じて、同

協議会で構成員となっていない当事者や支

援者等にもご参加いただき、ご意見を伺いな

がら、より専門的に施策の検討を行っていま

す。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

2点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。 

43 

条例制定に向けて取り組んでいただけ

た事に感謝します。 

条例特有の表現だからでしょうか、漠然

としていて具体的にどのような施策を進め

られるのかがわかりません。もっと具体的

なものを表現することは出来ないのでしょう

か。そこまでの具体案があってはじめて、

わかりやすいリーフレットによる広報が出

来るのだと理解します。 

また、「市長が判断した場合」（第 12 条、

ご意見ありがとうございます。 

条例の表現について、本条例は、できる

かぎり解釈に齟齬が生まれないよう、また、

本条例制定後も、時代の変化や技術の進歩

による状況変化に耐えうる表現とし、基本的

な事項などは国の法律や条約等の表現を用

いています。その他の事項については、齟

齬が生じない範囲で、わかりやすい文章とな

るよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい



 

 

38 

13 条など）や「予算の範囲内において」（第

8 条）などの制限が多く、当事者の利益や

権利が本当に守られるのかが不安です。 

実際に運用していく上で、うまくいかない

部分や、実情に合わない部分が出てくると

予想されます。その場合の見直しにあた

り、関係者の意見を聞く（第 7 条）だけでな

く、はじめから、今の条例専門部会のような

もの（協議会など）を設置し、運用して問題

点などを注視し、話し合って進める必要が

あると思います。また、設置についても、条

文に明文化してください。 

第 4 条【定義】の 4【意思疎通支援】の中

に「文字の表示」というのがありますが、単

に文字の表示でなく、「要約筆記や筆談な

どによる文字の表示」としたほうが具体的

でわかりやすいと思います。 

第 15条、第 21条の「意思疎通支援者の

確保と養成に努めるものとする」ですが、

「意思疎通支援者の確保と養成、資質の向

上に努めるものとする」とすべきではないで

しょうか。意思疎通支援者は当事者の人権

を守る重い責任を持つ対人援助者です。資

質の向上は不可欠ではないでしょうか。支

援者の資質の向上については、以前から、

担当課に申し入れしており、条例制定のな

かで検討していただきたいと伝えていま

す。よろしくお願いします。 

 

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

「市長が判断した場合」「予算の範囲内」

に関するご意見について、全ての施策にお

いて、支援に関する一定の基準を設ける必

要があり、また、事実上、予算の範囲内での

支援となります。 

なお、予算は市の全施策を総合的に判断

して編成されており、障害福祉分野について

も、毎年度、様々な情勢を見ながら予算を組

んでいます。本条例の施行により、本条例の

めざす理念の実現に向けて関連する事業の

予算についても充実した議論をしていきま

す。 

協議会の本条例での明文化について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

意思疎通手段の表現について、本条例

は、できるかぎり解釈に齟齬が生まれないよ

う、国の法律や条約等の表現を用いていま

すので、この表記も障害者の権利に関する

条約における意思疎通の定義を用いていま
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す。 

第 15条、第 21条に関するご指摘につい

て、本市では、資質の向上も含め、意思疎通

支援者の養成に努めているため、素案の記

載としています。 

44 

読んでみましたが、むずかしいことばば

かりでわからなかった。 

わたしにもわかるようにしてください。 

ご意見ありがとうございます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

45 

第二条四 「文字の表示」の前に「要約

筆記等」と入れてください。 第二十条、二

十一条がより分かりやすいものになりま

す。 

第三章に手話、要約筆記以外の意思疎

通の支援も明記してください。手話、要約

筆記同様に明文化することでより実効性の

ある条例になると思います。 

協議会の設置を明文化してください。よ

りよい条例にするために見直しは大切で

す。その場を明文化するのは条例に付随

するものと思います。 

ご意見ありがとうございます。 

意思疎通手段や第 3章に関するご指摘に

ついて、本条例では、できるかぎり解釈に齟

齬が生まれないよう、国の法律や条約等の

表現を用いています。ご指摘の事項につい

ては、齟齬が生じない範囲で表現の修正を

検討します。  

協議会の本条例での明文化について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

46 

条例素案に対する問題点 

1）多様な意思疎通支援に関して 

意思疎通に困っている方はたくさんいま

ご意見ありがとうございます。 

1点目の意思疎通手段の表現について、

本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生ま
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す。条例素案では、「意思疎通支援」とあり

ますが明石の条例のように「多様な意思疎

通」という言葉をつかってください。 

2）協議会の設置の要望と条例への明文化 

条例ができてからも、障害者や意思疎通

支援者（要約筆記者など）が参加し話し合

いができるようにしてください。協議会設置

の趣旨や構成メンバー、任期制の導入、協

議会による決定事項を市長へ提出できるこ

と、かつ市長はこの意見を尊重しなければ

ならないなど具体的に、条例に書いてくださ

い。 

3）条例の見直しについて 

協議会において運用状況、及び具体的

な施策の検討、条例の見直しなど障害者

がすべての過程の協議に参画していく中で

条例の見直しをおこなっていくと条例の中

に具体的に書いてください。 

4）財政上の措置について 

財政上の措置について、「予算の範囲

内」という言葉を省き、｢より拡充をめざす｣

と、積極的な言葉を使用して下さい。 

5）第 20条の要約筆記による意思疎通支援

の派遣の対象範囲について 

この派遣は、「聴覚障害者等の日常生活

及び社会生活を営むために必要なもの」で

あるはずです。聴覚障害者の意思疎通を

保障するために、派遣の内容は広く扱うべ

きです、かつ合理的な理由なく派遣範囲を

小さくすることは差別です。条例には「要約

筆記による意思疎通支援の派遣は公共の

福祉に反し社会通念上派遣することが好ま

しくない場合を除き、聴覚障害者等の日常

生活及び社会生活を営むために必要なも

のとする。」とはっきりと記載してください。 

れないよう、国の法律や条約等の表現を用

いていますので、この表記も障害者の権利

に関する条約における意思疎通の定義を用

いています。 

2点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

3点目の本条例の見直しについては、明

文の有無に関わらず、必要に応じて適宜見

直しを行います。 

4点目の財政上の措置に関する記載につ

いては、全ての施策において、事実上、予算

の範囲内となります。予算は市の全施策を

総合的に判断して編成されており、障害福

祉分野についても、毎年度、様々な情勢を

見ながら予算を組んでいます。本条例の施

行により、本条例のめざす理念の実現に向

けて関連する事業の予算についても充実し

た議論をしていきます。 

5点目の意思疎通支援に関する派遣の範

囲については、様々なご意見があると認識し

ていますが、支援を行うにあたっては、支援

の体制や財政上の点から、一定の基準を設
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けることはどうしても必要になります。当該基

準については、障害者の情報保障の観点を

踏まえ、どのような場合に支援が受けられる

のかを、規則や要綱で定める予定です。 

47 

箕面市手話言語及び意思疎通の為の手

段の利用促進条例（素案）について 1 市民

として意見を送らせていただきます。 

1，（1）手話言語条例（2）情報コミュニケー

ション条例は分離して、二つの条例である

ことが望ましいと思います。個々であるべき

だと思います。 

2，協議会の設置 

条例が実施された後も、問題点、不具合

を生じた場合、その他に於いても協議会の

設置は問題解決、修正の為必要であると

感じています。 

3，条例文等は誰もが理解出来る、分かり

やすい表現であるのが望ましいと思いま

す。 

以上よろしくお願いいたします。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目について、本条例は、様々な障害特

性に応じた意思疎通の支援施策を、障害特

性にかかわらず、一体的に推進することが

有効と考え、1つの条例としています。 

2点目の協議会について、本市では、障害

者市民に関する施策の推進等については、

箕面市障害者市民施策推進協議会及びそ

の専門部会において議論、検討、意見交換

を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

3点目の本条例の文章に関するご意見に

ついてですが、本条例は、できるかぎり解釈

に齟齬が生まれないよう、また、本条例制定

後も、時代の変化や技術の進歩による状況

変化に耐えうる表現とし、基本的な事項など

は国の法律や条約等の表現を用いていま

す。その他の事項については、齟齬が生じな

い範囲で、わかりやすい文章となるよう努め

ていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

48 

私は 1 月と 8 月に腸閉塞で 9 日づつ箕

面市立病院に入院しました。 

入院時コミュニケーション支援を受けるこ

とが出来て良かったこと不安なことがありま

した。 

病院での完全看護に頼るのは難しいと

ご意見ありがとうございます。 

医療機関への介助等のヘルパー派遣は、

医療制度・福祉制度において二重給付とな

り、現行制度では認められていません。 

本市では、重度障害者と医療従事者との

意思疎通等を目的とした入院時コミュニケー
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思った母は付き添いを希望しました。付き

添いの場合相部屋は無理とのことで個室

に入り母は貸ベッドで寝泊まりすることにな

り、幸い手術は免れましたが、まず鼻から

腸まで長い管を時間をかけ入れられまし

た。水も食べ物もなし、管と点滴で一番困っ

たのは長年飲み続けている緊張を和らげ

る薬が飲めず、一日中きん緊張が続きまし

た。 

全身汗まみれ、パジャマやシーツを何回

も取り替える程で、手や足がベッドの枠に

当り、管や点滴が外れないように見守って

いるのは至難の業で、そんな中ヘルパーさ

んを通して姿勢を変えたり、手足が突っ張

ってなんとかしてと意思を伝えてもらい普段

の私の気持ちを汲み取って医師や看護師

に積極的に伝えてもらったことは、とても安

心でした。 

しかし入院の 9日間のコミュニケーション

支援は、全支給量 60 時間の支援です。今

回母が何とか付き添ってくれましたが、これ

から先老化の進む事を考えるととても不安

になりました。 

家にいるような重度訪問介護がそのまま利

用できるように病状に配慮した時間数にし

てほしいと思いました。よろしくお願いいた

します。 

ション支援事業を実施しています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律が改正され、

平成 30年 4月から施行されることにより、

「最重度の障害者であって重度訪問介護を

利用している者に対し、入院中の医療機関

においても、利用者の状態を熟知しているヘ

ルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確

に医療従事者に伝達する等の支援を行うこ

とができる」こととなります。 

現段階では「障害支援区分 6のかたを対

象とする予定」となっていますが、入院中の

ヘルパー利用が法的に可能となったことか

ら、今後も必要なかたが利用できるよう、本

市独自の入院時コミュニケーション支援事業

を継続しながら、さらなる充実について、引き

続き国に要望していきます。 

49 

入院時コミュニケーション支援のお願い 

息子は重度 1 種 1 級の身体障害者で重

度の言語障害もあります。 

パソコンを使ってコミュニケーションは取

れますが表情や 50 音を使って 1 字づつア

カサタナ・・・たてにナニヌネノと合えばハイ

とか右手をあげる方法で聞きとります。 

体調が悪い入院時は緊張も強く表情も

困難になり、親やヘルパーさんでも聞きと

るのは大変です。 

本人は何か言いたいのですが・・・お医

者さんや看護師さんはお忙しい上、初対面

ではとても無理だと思います。 

どこが痛いとかどのように苦しいとか、体

位の変え方、本人にとってどうした方がい

いのか？体位交換も何回もさせ、やっと寝

ついたと思ったとき看護師さんが体位交換

に来られたことも度々。（寝返りさせました）

ご意見ありがとうございます。 

医療機関への介助等のヘルパー派遣は、

医療制度・福祉制度において二重給付とな

り、現行制度では認められていません。 

本市では、重度障害者と医療従事者との

意思疎通等を目的とした入院時コミュニケー

ション支援事業を実施しています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律が改正され、

平成 30年 4月から施行されることにより、

「最重度の障害者であって重度訪問介護を

利用している者に対し、入院中の医療機関

においても、利用者の状態を熟知しているヘ

ルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確

に医療従事者に伝達する等の支援を行うこ

とができる」こととなります。 

現段階では「障害支援区分 6のかたを対

象とする予定」となっていますが、入院中の
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と紙に書いてドアの下に置いたこともありま

した。 

コミュニケーションの難しい障害者にとっ

てこの制度は大変助かります。 

入院時は時間制限なく支援が受けられま

すようよろしくお願いいたします。 

ヘルパー利用が法的に可能となったことか

ら、今後も必要なかたが利用できるよう、本

市独自の入院時コミュニケーション支援事業

を継続しながら、さらなる充実について、引き

続き国に要望していきます。 

50 

箕面市内の広範なコミュニケーションに

支障をもたれる方々が一堂に会して協議を

重ねられ条例の策定にこぎつけられている

ことは画期的であり、まず敬意を表します。

又、市の部局のご尽力にも感謝です。以下

の件について御検討ください。 

・市の事務局の「共生社会」という理念はこ

の条例の根幹として据えおいた上で（条文

としておこしても可）聴力障害者協会が全

国での条例化を目指している「手話言語条

例」をうちたて、「情報コミュニケーション条

例」との 2本立てにすることを切望します。 

・協議を重ねてこられた全ての意思疎通困

難者がこの条例の主体者であり、まだまだ

具体的な施策が必要とされています。その

切実な要請を今後とも協議していくことが

不可欠です。そのために「協議会」の設置

と、協議会での内容を聴取のみにとどまら

せず、内容や決定事項を明文化することを

明記してください。 

・共生社会として市民への理解を深めるた

めのコミュニケーション支援の具体的な方

法等の記載も重要であり、行き届いた条例

にするために予定ありき（12 月議会）では

なく、しっかりと時間をかけて今後にむけて

実行力のある条例にしていただきたいと思

います。当事者の悲願！と受け止めてくだ

さい。 

・12条、13条、14 条、20条、21条の「市長

が必要と認めるものについては…」や「市

長の判断」の文言は外してください。判断

の主体者は意思疎通困難の当事者です！ 

・「予算の範囲内」は外してください。「必要

な財政上の措置を講ずる」と明記してくださ

い。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目について、本条例については、様々

な障害特性に応じた意思疎通の支援施策

を、障害特性にかかわらず、一体的に推進

することが有効と考え、1つの条例としていま

す。 

2点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

3点目のご意見について、実効的な条例

を目指し、本条例の制定を急ぐのではなく、

引き続きご意見を伺いながら、素案の修正を

進めます。 

4点目の支援の判断基準に関するご指摘

について、意思疎通支援者の派遣に関する

基準については、支援の体制や財政上の点

から一定の基準を設ける必要があります。 
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5点目の財政上の措置に関する記載につ

いて、全ての施策において、事実上、予算の

範囲内となります。予算は市の全施策を総

合的に判断して編成されており、障害福祉

分野についても、毎年度、様々な情勢を見な

がら予算を組んでいます。本条例の施行に

より、本条例のめざす理念の実現に向けて

関連する事業の予算についても充実した議

論をしていきます。 

51 

箕面市登録要約筆記者と箕面要約筆記

サークルで活動中の者です。支援者として

だけでなく、一般市民の立場でも意見を出

させていただきます。 

条例部会の傍聴は 7/19（水）の 1回のみ

で、その時も当事者より不満の声が多く出

ていました。その後の部会報告書をホーム

ページで見ると、不満の声は相変わらず

で、このままの条例では大丈夫なのかと思

いました。 

明石市の条例は大変わかりやすく、章立

ても一般市民が見ても、かなりわかりやす

いですし、文章も頭に入ってきやすいと感じ

ました。 

条例の文章には堅いものより、やわらか

いものが向いていると思います。 

それは当事者にとっても、支援者にとっ

ても、一般市民にとっても、いいものになる

のでは。当事者は何が利用出来るか認知

でき、支援者は支援内容が啓発になること

で支援者増につながり、一般市民は理解

者から支援者へ変わっていくかもしれませ

ん。箕面市にとってもいいのではないでしょ

うか。 

協議会も何らかの形で設置は必要だと

思います。条例に明文化することで、当事

者の不安がなくなるのでは。できれば、学

識経験者のような方にも入っていただくほう

が、いつまでももめ事が続くのを防げるよう

な気がしました。 

ご意見ありがとうございます。 

条例の文章に関するご意見についてです

が、本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生

まれないよう、また、本条例制定後も、時代

の変化や技術の進歩による状況変化に耐え

うる表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

協議会の本条例への明文化について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か
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せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

52 

平成 29年 12月に 50才になります。 

平成 11～平 29．9 までの間、37 回の入

院をしました。 

その間母親が 24時間の付きそいです。 

意思表示が伝達手段としてナースコール

が全く押せません。 

発作、ネツ、排便、尿、タン吸引などの看

護師さんを呼ぶ時は母親から伝えてもらう

という入院生活です。 

部屋で発作が頻発していても、入院中、

1 度もナースが部屋に入って患者の異変を

みつけて対応してくれたことはありません。 

本人が言葉の伝達が充分できないと、

命にもかかわる問題が発生するので、老い

た母親は 24時間、家にもかえらないで付き

そいをしています。 

ご意見ありがとうございます。 

医療機関への介助等のヘルパー派遣は、

医療制度・福祉制度において二重給付とな

り、現行制度では認められていません。 

本市では、重度障害者と医療従事者との

意思疎通等を目的とした入院時コミュニケー

ション支援事業を実施しています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律が改正され、

平成 30年 4月から施行されることにより、

「最重度の障害者であって重度訪問介護を

利用している者に対し、入院中の医療機関

においても、利用者の状態を熟知しているヘ

ルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確

に医療従事者に伝達する等の支援を行うこ

とができる」こととなります。 

現段階では「障害支援区分 6のかたを対

象とする予定」となっていますが、入院中の

ヘルパー利用が法的に可能となったことか

ら、今後も必要なかたが利用できるよう、本

市独自の入院時コミュニケーション支援事業

を継続しながら、さらなる充実について、引き

続き国に要望していきます。 

53 

箕面市手話言語及び多様な意思疎通の

ための手段の利用促進条例 素案 を読

み、まず思ったことは、文章表現が難しい

のではないかという点でした。条例が決ま

った時、全てをどこまで理解できるのかと思

います。 

素案の内容については、第 7 条「市は…

関係者及び関係団体の意見を聴くものとす

る」とありますが、当事者参加の話し合い

の場が必要だと思います。この条例が「誰

の為に必要か」ということを考えると、当事

者の意見は必要ではないかと思います（協

議会の必要性）。 

ご意見ありがとうございます。 

条例の文章に関するご意見についてです

が、本条例は、できるかぎり解釈に齟齬が生

まれないよう、また、本条例制定後も、時代

の変化や技術の進歩による状況変化に耐え

うる表現とし、基本的な事項などは国の法律

や条約等の表現を用いています。その他の

事項については、齟齬が生じない範囲で、わ

かりやすい文章となるよう努めていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

意見の聴取に関するご意見について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され
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ています。 

手話や手話以外の多様な意思疎通手段

のような障害福祉のきめ細やかな分野に関

するご意見や見直しに関するご議論は、条

例設置の諮問機関としてよりも、現在の箕面

市障害者市民施策推進協議会及びその専

門部会として、市に当事者、支援者からの生

の声をお聞かせいただき、それを真摯に施

策に反映したいと考えています。 

そのため、本条例では、第 7条において、

「市は、第 4条各号に規定する施策の内容

の検討及び見直しに当たり、障害者並びに

その他の関係者及び関係団体の意見を聴く

ものとする。」と定めています。考 

54 

①協議会の設置を条例に明文化してくださ

い。当事者の意見を聞くだけにとどまらず、

議論し反映できるように条例制定後におい

ても、協議会の設置が必要です。箕面市障

害者市民施策推進協議会にはろう者、要

約筆記者、手話通訳者などの支援者が構

成員ではないので、議論ができません。 

②第 8 条の「予算の範囲内において」の文

言を取ってください。「より拡充をめざす」の

ように実現できるように前向きに書くことを

望みます。 

③「市長が判断した場合は」という文言は

必要なのでしょうか。当事者が必要である

と思うときに配置、派遣なのではないでしょ

うか。（第 12.13．14.19．20条について） 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていないろう者、要

約筆記者、手話通訳者等にもご参加いただ

き、ご意見を伺いながら、より専門的に施策

の検討を行っています。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

2点目の財政上の措置に関する記載につ

いて、全ての施策において、事実上、予算の

範囲内となります。予算は市の全施策を総

合的に判断して編成されており、障害福祉
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分野についても、毎年度、様々な情勢を見な

がら予算を組んでいます。本条例の施行に

より、本条例のめざす理念の実現に向けて

関連する事業の予算についても充実した議

論をしていきます。 

3点目の支援の判断基準に関するご指摘

について、支援に関する基準については、支

援の体制や財政上の点から一定の基準を

設ける必要があります。 

55 

意思疎通支援を必要とする方々への具

体的な施策が盛り込まれているとはいえま

せん。また抽象的な表現も多いです。従っ

て、当事者の意見を議論し、反映できるよ

うに条例制定後も、協議会の設置が必要

だと思います。条例制定後に出てきた問題

や課題を条例にきちんと反映するために

は、見直しに参画できる場が必要です。こ

れらを条例に明文化してください。 

ご意見ありがとうございます。 

本条例では、第2章、第 3章で具体的な施

策について記載していますが、さらに詳細な

基準等については、障害者の情報保障の観

点を踏まえ、規則や要綱で定める予定です。 

また、協議会の本条例での明文化につい

て、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

本市ではこれまで、本条例の検討も含め、

障害者市民に関する施策の推進等について

は、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

専門部会では、検討等の内容に応じて、

同協議会で構成員となっていない当事者や

支援者等にもご参加いただき、ご意見を伺

いながら、より専門的に施策の検討を行って

います。 

本条例施行後の施策の実施に関しても、

これまでと同様、同協議会を協議の場とし、

専門部会を立ち上げ、同協議会の構成員と

なっていない障害者等にご参加いただくこと

で、当事者、支援者等の生の声をお聞かせ

いただき、そのご意見を真摯に施策に反映し

たいと考えています。 

56 

第 7 条“意見を聞く”だけでは意見を言う

だけで解決できず、終わりになってしまいそ

うです。問題提議したものを最後まで協議

できる場が必要です。協議会の設置と、条

例への明文化を望みます。 

ご意見ありがとうございます。 

協議会の本条例での明文化について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医
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第 8 条“予算の範囲内において”では、

条例への取り組みが消極的に思えます。

前向きな態度を示して欲しいです。 

全国自治体で次々と条例が成立してい

ます。さすが箕面市！と誇れる条例にして

ください。 

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

財政上の措置に関する記載について、全

ての施策において、事実上、予算の範囲内

となります。予算は市の全施策を総合的に

判断して編成されており、障害福祉分野につ

いても、毎年度、様々な情勢を見ながら予算

を組んでいます。本条例の施行により、本条

例のめざす理念の実現に向けて関連する事

業の予算についても充実した議論をしていき

ます。 

57 

箕面市肢体不自由児者父母の会に所属

しています。31 歳男子の重度重複障害者

の母親です。長年にわたり、会では入院時

コミュニケーション支援をお願いしてきまし

たが、今現在、願いは叶っていません。「手

話及び多様な意思疎通のための手段の利

用促進条例」の中に私たちの子供が入院し

た時に本人の思い「痛い」「かゆい」「しんど

い」「お水が飲みたい」「暑い」「寒い」「トイレ

に行きたい」等様々な意志を本人のツール

や発語で伝達します。それをキャッチし医

師や看護師に伝える意志の伝達者を付け

ることを条例に入れてください。日本語が話

せないことが思いや思想、感情が何もない

ことではありません。内なるものが一杯あ

ご意見ありがとうございます。 

医療機関への介助等のヘルパー派遣は、

医療制度・福祉制度において二重給付とな

り、現行制度では認められていません。 

本市では、重度障害者と医療従事者との

意思疎通等を目的とした入院時コミュニケー

ション支援事業を実施しています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律が改正され、

平成 30年 4月から施行されることにより、

「最重度の障害者であって重度訪問介護を

利用している者に対し、入院中の医療機関

においても、利用者の状態を熟知しているヘ

ルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確

に医療従事者に伝達する等の支援を行うこ
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るのです。 

今、現在も高齢の母親が高齢の父親を

家において、子供の入院にずっと付き添っ

ておられる方がいます。自分でナースコー

ルができないと何も伝えられず、ずっと部

屋で寝かされています。その人の意志を伝

えることのできる介助者を付けられるよう条

例に入れて下さい。 

また、この条例をずっと継続して検討で

きるよう協議会を設置して下さい。 

日本語が発語として話せないことが言語

がないわけではないのです。 

心の中にある言語も言語として箕面市は

認めて下さい。伝達者がいれば伝えられる

のです。よろしくお願いします。 

とができる」こととなります。 

現段階では「障害支援区分 6のかたを対

象とする予定」となっていますが、入院中の

ヘルパー利用が法的に可能となったことか

ら、今後も必要なかたが利用できるよう、本

市独自の入院時コミュニケーション支援事業

を継続しながら、さらなる充実について、引き

続き国に要望していきます。 

58 

手話サークルでまとめた意見です。 

 ろう者が安心して暮らせる社会を実現す

るため、以下のことを条例に盛り込んでい

ただきたい。 

①聴覚障がい者は、災害発生時に情報の

入手が遅くなってしまうなどの不安を感じて

いる。その為、聴覚障がい者の災害時に関

する施策を議論するための協議会の開催

について条例に明記してほしい。 

②以下のことができる施設を立ち上げてほ

しい。 

・ろう者が容易に情報の取得や情報発信を

行うことができる施設 

・ろう者が働くことができる施設 

・ろう者（特に高齢者）などが安心して暮ら

せる老人ホームのような施設 

③この条例を見直すことができるよう、条

例中に具体的に記載してほしい。 

④委員会が立ち上げた条例だが、運用し

てみないとわからない部分もある（わからな

いところだらけ？）。 

不具合があった時も、意見を聞いて、市

が変えるのではなく、協議会など議論がで

きる場がほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目、4点目の協議会の明文化につい

て、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目のご意見について、ろう者に特化し

た施設を新たに整備する予定はありません

が、本市では、みのおライフプラザに手話通

訳業務員を配置し、情報の発信を行い、ろう
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者に対する支援を行っています。 

3点目の本条例の見直しに関するご意見

について、条例は、明文の有無に関わらず、

必要に応じて適宜見直しを行います。 

59 

意思疎通手段は、障害の特性によって

多様なものがあるので、条文の表現も｢多

様な意思疎通手段｣とし、わかりやすくして

ほしい。｢多様な｣は重要な言葉だと思う。 

｢定義｣の｢意思疎通手段｣に挙げられて

いるものが、具体的にどういうものなのか、

わかりにくい。 

市民に理解してもらうためには、一般に

知られている言葉で具体的に表現してほし

い。 

また、代読、代筆も入れてほしい。 

｢手話による意思疎通支援｣と｢要約筆記に

よる意思疎通支援｣は書かれているが、そ

の他の意思疎通手段による支援について

は、全く記述がない。必要とされる方は多

いと思うので、それらについても具体的な

施策を盛り込んでほしい。 

条例の見直し、検討について｢意見を聴

く｣と書かれているが、どのように聴き、どの

ような場で検討するのか。 

検討する場として、様々な障害を持つ当

事者、それらの支援者の参加は必須とし、

検討内容と経過を公開することが必要だと

思う。見直しの場を条例に明記してほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の多様な意思疎通手段の表現に関

するご意見について、より適切な表現となる

よう引き続き検討していきます。 

また、意思疎通手段を具体的に記載する

ことについて、本条例は、できるかぎり解釈

に齟齬が生まれないよう、国の法律や条約

等の表現を用いていますので、この表記も

障害者の権利に関する条約における意思疎

通の定義を用いています。 

手話や要約筆記以外の意思疎通手段に

よるの支援について、本条例では、全ての障

害者を対象として、意思疎通支援に関する

施策を記載しています。ご指摘の事項につ

いては、齟齬が生じない範囲で表現の修正

を検討します。 

意見の聴取に関するご意見について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

手話や手話以外の多様な意思疎通手段

のような障害福祉のきめ細やかな分野に関

するご意見や見直しに関するご議論は、条

例設置の諮問機関としてよりも、現在の箕面

市障害者市民施策推進協議会及びその専

門部会として、市に当事者、支援者からの生

の声をお聞かせいただき、それを真摯に施

策に反映したいと考えています。 

そのため、本条例では、第 7条において、

「市は、第 4条各号に規定する施策の内容

の検討及び見直しに当たり、障害者並びに

その他の関係者及び関係団体の意見を聴く

ものとする。」と定めています。 

60 

1. 条例の名称では、｢多様な意思疎通｣な

のに、条文では｢多様な｣がなく｢意思疎通｣

のみになっている。 

｢多様な｣は単なる修飾語ではなく、障害

ご意見ありがとうございます。 

1点目の多様な意思疎通手段の表現に関

するご意見について、より適切な表現となる

よう引き続き検討していきます。 
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の特性によって様々な意思疎通があること

を表す大切な表現だと思うので、条文でも

｢多様な意思疎通｣を使ってほしい。 

2. ｢定義｣の中の｢意思疎通手段｣には、

｢言語(音声言語及び手話以外の非音声言

語をいう)。｣と書かれていて、手話が含まれ

ていないが、前文では、手話は言語であ

り、｢大切な意思疎通のための手段である｣

と書かれている。また｢定義｣の｢意思疎通

支援者｣には｢手話通訳者｣が含まれる。こ

れらは、手話が｢意思疎通手段｣の定義に

含まれていないことと矛盾するように感じ

る。 

この｢定義｣で書かれている｢意思疎通手

段｣が、手話以外のものを表すのであれ

ば、｢多様な意思疎通手段｣にして、わかり

やすくしてほしい。上記 1 とあわせ、｢多様

な｣をつける方が、意味が通ると思う。 

3. ｢定義｣の｢意思疎通手段｣に挙げられて

いるものが、具体的にどういうものなのか、

わかりにくい。 

｢文字の表示｣を｢要約筆記等の文字の

表示｣にしてほしい。また、代読、代筆は含

まれているのでしょうか？ 

市民に理解してもらうためには、一般に

知られている言葉で具体的に表現されてい

ないと、｢自分には関係のないこと｣と思わ

れて、理解が進まないと思う。 

4.第三章で｢要約筆記による意思疎通支

援｣は書かれているが、それ以外の意思疎

通手段による支援が全く書かれていない。

その支援について箕面市がどう考えている

のか、具体的に書いてほしい。 

5. 施策の内容の検討、見直しについて、

｢意見を聴くものとする｣とあるが、意見を聴

く方法や検討、見直しの場について具体的

に書かれていない。これでは不十分だと思

う。 

検討、見直しする場として協議会を設置

することを明記してほしい。 

2点目、4点目に関するご指摘について

は、齟齬が生じないよう規定の仕方について

検討します。 

また、3点目について、代筆・代読は意思

疎通手段の定義の中に含まれます。本条例

は、できるかぎり解釈に齟齬が生まれないよ

う、国の法律や条約等の表現を用いていま

すので、この表記も障害者の権利に関する

条約における意思疎通の定義を用いていま

す。 

5点目の意見の聴取に関するご意見につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

手話や手話以外の多様な意思疎通手段

のような障害福祉のきめ細やかな分野に関

するご意見や見直しに関するご議論は、条

例設置の諮問機関としてよりも、現在の箕面

市障害者市民施策推進協議会及びその専

門部会として、市に当事者、支援者からの生

の声をお聞かせいただき、それを真摯に施

策に反映したいと考えています。 

そのため、本条例では、第 7条において、

「市は、第 4条各号に規定する施策の内容

の検討及び見直しに当たり、障害者並びに

その他の関係者及び関係団体の意見を聴く

ものとする。」と定めています。 

 

61 

要約筆記という言葉は認知度が低い。 

第三条の八に、要約筆記者とあげられて

いるので、四のなかにも要約筆記と表して

ほしい。 

第七条の意見の聴取は、協議会的なも

ご意見ありがとうございます。 

意思疎通手段の表現について本条例は、

できるかぎり解釈に齟齬が生まれないよう、

国の法律や条約等の表現を用いていますの

で、意思疎通手段の定義に関する表記につ
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のですか？ 

意見を聴くことは当たり前のように思いまし

た。 

いても、障害者の権利に関する条約におけ

る意思疎通の定義を用いています。 

また、第 7条では、本条例制定後も、箕面

市障害者市民施策推進協議会及びその専

門部会で、障害者、支援者、関係団体等か

ら、施策に関するご意見をいただくことを想

定しており、いただいたご意見については、

真摯に施策に反映したいと考えています。 

62 

私たち難聴者サークルは日帰りバス旅

行などの親睦行事を行っているが、箕面市

は要約筆記の公費派遣を認めていない。

条例案の第 20条の要約筆記による意思疎

通支援の派遣の対象範囲については病院

等に行くときに派遣を認めていると書いて

いるが非常に書き方が消極的で限定的で

あります。 

この要約筆記の派遣は、本来「聴覚障害

者等の日常生活及び社会生活を営むため

に必要なもの」であるはずです。 

聴覚障害者の意思疎通を保障するため

に派遣の内容は広く扱うべきです。かつ合

理的な理由なく派遣範囲を小さくすることは

差別です。 

条例には「要約筆記による意思疎通支

援の派遣は公共福祉に反し社会通念上派

遣することが好ましくない場合を除き、聴覚

障害者等の日常生活及び社会生活を営む

ために必要なものとする。」と記載してくだ

さい。 

条例素案に対する問題点 

1）多様な意思疎通支援に関しての施策に

ついて 

条例素案は、あいまいな表現が多いで

すね。具体的な施策がとても少ないです。 

2）協議会の設置と条例への明文化につい

て 

条例ができてから私たちの意見を議論し

反映できるような話し合いの場が今の条例

案には書いていません。条例制定後、当事

者、支援者が一堂に会し協議をする協議

会の設置が必要。条例にも書いてもらうこ

ともとても大切です。 

3）条例の見直しについて 

条例の見直しが必要な場合、障害者に

“意見を聞く”と条例の中に書いています。

ご意見ありがとうございます。 

意思疎通支援に関する派遣の範囲につい

ては、様々なご意見があると認識しています

が、市の派遣可能な体制や、財政上の措置

等の点から、一定の基準を設ける必要があ

るため、素案の記載としています。 

1点目のご意見について、本条例では、第

2章、第 3章で具体的な施策について記載し

ていますが、さらに詳細な基準等について

は、障害者の情報保障の観点を踏まえ、規

則や要綱で定める予定です。 

2点目の協議会の本条例での明文化につ

いて、本市では会議体を条例で定める場合

は、市長からの諮問等に対して答申等を行

う市の附属機関としており、障害福祉を含む

福祉、医療、地域保健等の施策の推進や見

直しについては、箕面市保健医療福祉総合

審議会が総合的に審議する諮問機関として

設置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

3点目の本条例の見直しについて、明文
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でも、意見を述べるだけではだめです。こう

いったことを、条例の中にきちんと書かない

と、口約束だけになってしまいます。 

4）財政上の措置について 

条例素案では、財政上の措置について

「予算の範囲内」という制限付きの記載に

なっておりますね。これでは福祉課が予算

とることができなければ、施策を実施できな

いですよね。条例では「より拡充をめざす」

のように、実現できるように前向きに書くこ

とが望まれます。 

の有無に関わらず、必要に応じて適宜見直

しを行います。 

4点目の財政上の措置に関する記載につ

いて、全ての施策において、事実上、予算の

範囲内となります。予算は市の全施策を総

合的に判断して編成されており、障害福祉

分野についても、毎年度、様々な情勢を見な

がら予算を組んでいます。本条例の施行に

より、本条例のめざす理念の実現に向けて

関連する事業の予算についても充実した議

論をしていきます。 

63 

重度重複障害者の親です。 

・定義第二条四、意思疎通手段として…と

書かれていますが重度重複障害者の場合

は例えば慣れた人を介して、簡単な問いか

けに対して首をふるなどのイエス、ノーサイ

ン、要求などを指差し、手差しなどによる訴

え表情、目線での訴え、発音（発語ではな

い…）等言葉や文字などの手段を聞いて訴

えることは難しいです。こういう重度重複障

害者も含まれるその人達にも意思疎通手

段の利用促進と分かるように文章を入れて

下さい。 

・全体を通して重度重複障害者に対する支

援が文章に盛り込まれていません（第十九

条、第二十条、第二十一条、第二十二条、

第二条八） 

・（意見の聴取）第七条 市は…関係者及

び関係団体が要求した時、意見聴取の場

を持つにしてください。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の意思疎通手段に関するご意見に

ついて、本条例は、できるかぎり解釈に齟齬

が生まれないよう、国の法律や条約等の表

現を用いていますので、この表記も障害者

の権利に関する条約における意思疎通の定

義を用いています。 

2点目のご意見について、本条例は全て

の障害者を対象としており、ご指摘の重度重

複障害者も本条例の対象者として含まれて

います。 

支援に関しては、特に入院時の意思疎通

支援について、今後も必要なかたが利用で

きるよう、本市独自の入院時コミュニケーショ

ン支援事業を継続しながら、さらなる充実に

ついて、引き続き国に要望していきます。 

3点目の意見の聴取に関するご意見につ

いて、第 7条で、「市は、第 4条各号に規定

する施策の内容の検討及び見直しに当た

り、障害者並びにその他の関係者及び関係

団体の意見を聴くものとする。」と定めていま

す。 

本市ではこれまで、箕面市障害者市民施

策推進協議会でご意見を伺い、専門部会を

立ち上げて議論を行いながら、障害者市民

に関する施策を進めてきました。 

本条例制定後についても、これまでと同様

に、同協議会やその専門部会を協議の場と

し、ご意見をいただきたいと考えています。 

64 

ノーマライゼーションの社会の実現に向

け、当事者等関係者の意見が最大限に尊

重及び充分に反映された将来に誇れる箕

面市条例を作成、設置するためには、ま

ず、障がい当事者等関係者の声に耳を傾

ご意見ありがとうございます。 

本市では会議体を条例で定める場合は、

市長からの諮問等に対して答申等を行う市

の附属機関としており、障害福祉を含む福

祉、医療、地域保健等の施策の推進や見直
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け、その調整、具申の機会を保障される場

として、パブリックコメント集約の中に協議

会の設置と条例への明文化の旨を記載し

ていただくよう切に要望します。 

しについては、箕面市保健医療福祉総合審

議会が総合的に審議する諮問機関として設

置されています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

65 

・何度も条例案を読みましたが、内容が十

分理解できませんでした。専門的な知識が

無くてもわかるよう平易な文章で書いてほ

しいです。 

・今後、条例をより良くするためには協議会

を設置してほしいです。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の本条例の文章に関するご意見に

ついてですが、本条例は、できるかぎり解釈

に齟齬が生まれないよう、また、本条例制定

後も、時代の変化や技術の進歩による状況

変化に耐えうる表現とし、基本的な事項など

は国の法律や条約等の表現を用いていま

す。その他の事項については、齟齬が生じな

い範囲で、わかりやすい文章となるよう努め

ていきます。 

条例の文章が「難しくてわかりにくい」とい

うご感想はもっともであると思いますので、わ

かりやすい説明資料を別途作成する予定で

す。 

2点目の協議会の設置について、本市で

は、障害者市民に関する施策の推進等につ

いては、箕面市障害者市民施策推進協議会

及びその専門部会において議論、検討、意

見交換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して
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も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

66 

現在 46 歳で日中はささゆり園（生活介

護）、毎週月～金曜日はグループホーム

で、土・日曜日は家庭で過ごすといった充

実した生活を送っています。入院生活は 3

歳の時に 3 日程度経験しました。その後は

健康に過ごしてきました。今後年を重ねる

毎に体調を崩し入院になることがあるかと

思います。病院は完全看護であっても病状

や子供の状態等で付き添いが必要になり

ます。親は 70 歳近くになり毎月付き添いと

なると精神的、肉体的に無理が生じてくる

と思います。医師や看護師に親の代わりに

子供の痛みや苦痛を訴えたりする人、又、

子供の状態を良く理解されているグループ

ホームの世話人さん、あるいはヘルパーさ

んの協力が必要でないかと思います。是非

実現していただけるようお願い申し上げま

す。 

ご意見ありがとうございます。 

医療機関への介助等のヘルパー派遣は、

医療制度・福祉制度において二重給付とな

り、現行制度では認められていません。 

本市では、重度障害者と医療従事者との

意思疎通等を目的とした入院時コミュニケー

ション支援事業を実施しています。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律が改正され、

平成 30年 4月から施行されることにより、

「最重度の障害者であって重度訪問介護を

利用している者に対し、入院中の医療機関

においても、利用者の状態を熟知しているヘ

ルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確

に医療従事者に伝達する等の支援を行うこ

とができる」こととなります。 

現段階では「障害支援区分 6のかたを対

象とする予定」となっていますが、入院中の

ヘルパー利用が法的に可能となったことか

ら、今後も必要なかたが利用できるよう、本

市独自の入院時コミュニケーション支援事業

を継続しながら、さらなる充実について、引き

続き国に要望していきます。 

67 

上記（多様な意思疎通のための手段の

利用促進条例（素案））に対しての意見及

び提言を申し上げます。 

○今回の条例（素案）は箕面一般市民であ

る（障害者）にとって公の舞台に上がったこ

と自体、意義があります。しかし、箕面市の

手話言語及び多様な意思疎通のための手

段促進条例（素案）は明石の条例に比べ完

全な章立てがなされていません。 

○提言①1～3（第 4条） 

・特に（市の責務）において抽象的な表現

が多々見られます。また、市は条例の見直

しで明石条例の様に（施策の策定方針）を

条文として記載（明文化）され、箕面市手話

言語等コミュニケーション施策推進協議会

の条例への記載が必要不可欠だと思いま

ご意見ありがとうございます。 

本条例の章立てについては、第 1章に総

則を、第 2章に手話に関する施策を、第 3章

に意思疎通支援に関する施策を、第 4章に

雑則を定めたことにより、明確化されている

と考えます。 

抽象的な表現に関するご意見について、

本条例では、第2章、第 3章で具体的な施策

について記載していますが、さらに詳細な基

準等については、障害者の情報保障の観点

を踏まえ、規則や要綱で定める予定です。 

協議会の本条例での明文化について、本

市では会議体を条例で定める場合は、市長

からの諮問等に対して答申等を行う市の附

属機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ
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す。 

協議委員は(①障害者②意思疎通支援

者③障害に関係する有識者④公募による

市民）で構成されたし。 

・⑤5、6（第 20条） 

障害者の日常生活及び社会生活におい

て要約筆記者による意思疎通の支援は必

要不可欠で、市は個人に限らず団体事業

者にも派遣を認めていただきたい。 

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交

換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

団体事業者への要約筆記者の派遣につ

いては、障害者差別解消法において、行政

機関及び事業者に対し、社会的障壁の除去

の実施についての必要かつ合理的な配慮に

関する環境の整備が努力義務として規定さ

れています。 

事業者も行政機関と同じように社会的障

壁に努める必要があるため、本市では、事

業者への意思疎通支援者の派遣は行って

いません。なお、障害者団体への支援につ

いては、第 14条及び第 21条で定めていま

す。 
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・当事者、支援者、関連のあるかたが一堂

に会し、協議をする協議会の重要性から、

協議会の設置と条例への明文化が必要と

考えます。 

・第八条での財政上の措置について、施策

を実現できるよう、「予算の範囲内」という

文言ではなく、前向きな文章の記載が必要

と考えます。 

ご意見ありがとうございます。 

1点目の協議会の明文化について、本市

では会議体を条例で定める場合は、市長か

らの諮問等に対して答申等を行う市の附属

機関としており、障害福祉を含む福祉、医

療、地域保健等の施策の推進や見直しにつ

いては、箕面市保健医療福祉総合審議会が

総合的に審議する諮問機関として設置され

ています。 

障害者市民に関する施策の推進等につい

ては、同審議会の審議・検討を進めるにあた

り、箕面市障害者市民施策推進協議会及び

その専門部会において議論、検討、意見交
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換を行ってきました。 

本条例についても、同協議会に専門部会

を立ち上げ、同協議会の構成員以外の、本

条例の対象となるかたにも構成員としてご参

加いただき、ご意見を伺いながら、検討を進

めています。 

本条例に規定する施策の実施に関して

も、これまでと同様に、同協議会を協議の場

とし、専門部会を立ち上げ、同協議会の構成

員となっていない障害者等にご参加いただく

ことで、当事者、支援者等の生の声をお聞か

せいただき、そのご意見を真摯に施策に反

映したいと考えています。 

2点目の財政上の措置に関する記載につ

いてですが、全ての施策において、事実上、

予算の範囲内となります。予算は市の全施

策を総合的に判断して編成されており、障害

福祉分野についても、毎年度、様々な情勢

を見ながら予算を組んでいます。本条例の

施行により、本条例のめざす理念の実現に

向けて関連する事業の予算についても充実

した議論をしていきます。 
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止
さ
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等
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ろ
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者
に
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て
必
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な
言
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
長
い
歴
史
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ろ
う
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
言
語
で
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
な

い
な
ど
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
上
で
様
々
な
困
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。 

我
が
国
が
批
准
し
た
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
二
十
六
年
条
約
第
一
号
）

に
お
い
て
、
「
「
言
語
」
と
は
、
音
声
言
語
及
び
手
話
そ
の
他
の
形
態
の
非
音
声
言
語
を

い
う
。
」
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
手
話
は
言
語
で
あ
る
こ
と
が
、
国
内
外
で
広

く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 



箕
面
市
は
、
ろ
う
者
が
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
上
で
大
切
な
言
語
で
あ
る
手

話
に
対
す
る
市
民
の
理
解
を
深
め
、
ろ
う
者
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
で
手
話
を
使
用
し
、
意

思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

障
害
者
の
意
思
疎
通
を
促
進
す
る 

 

手
話
以
外
の
多
様
な
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
を
利
用
す
る
人
に
と
っ
て
、
手
話
と

同
様
、
当
該
手
段
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
発
達
障
害
を
含
む
精
神
障
害
そ
の
他
心
身
の
機

能
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
多
様
な
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
が
あ
る
こ
と
に
対
す
る

周
囲
の
理
解
は
十
分
で
な
く
、
そ
の
選
択
の
機
会
は
十
分
に
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多

く
の
障
害
者
は
、
不
便
や
不
安
を
感
じ
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。 

我
が
国
で
は
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
趣
旨
に
沿
っ
た
障
害
者
施
策
の
推

進
を
図
る
た
め
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
お
い
て
、

「
全
て
障
害
者
は
、
可
能
な
限
り
、
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
意
思
疎
通
の
た

め
の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
情
報
の
取
得
又
は
利

用
の
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
。
」
と
規
定
さ
れ

た
。 箕

面
市
は
、
全
て
の
人
々
が
支
え
合
い
、
共
に
生
き
、
共
に
暮
ら
す
社
会
こ
そ
が
当

た
り
前
の
社
会
で
あ
る
と
い
う
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て

い
る
。
こ
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
が
当
た
り
前

に
、
自
ら
が
望
む
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
の
中
で
情
報
を
取
得
し
、
利
用
し
、
ま
た
、
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

第
一
章 

総
則 



（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
手
話
及
び
手
話
以
外
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
の

た
め
の
手
段
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
定
め
、
市
の
責
務
並
び
に
市
民
及
び
事
業
者

等
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
障
害
者
に
と
っ
て
の
意
思
疎
通

に
関
す
る
社
会
的
障
壁
の
除
去
に
努
め
、
障
害
者
に
と
っ
て
障
害
の
特
性
に
応
じ
た

意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
を
利
用
し
や
す
い
環
境
を
構
築
し
、
も
っ
て
全
て
の
人
々

が
支
え
合
い
、
共
に
生
き
、
共
に
暮
ら
す
地
域
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

障
害
者 

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
（
発
達
障
害
を
含
む
。
）
そ
の
他

の
心
身
の
機
能
の
障
害
（
以
下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、

障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制

限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

二 

社
会
的
障
壁 

障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上

で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切

の
も
の
を
い
う
。 

三 

ろ
う
者 

手
話
を
言
語
と
し
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
聴
覚
障
害
者

を
い
う
。 

四 

意
思
疎
通
手
段 

言
語
（
音
声
言
語
及
び
手
話
以
外
の
非
音
声
言
語
を
い
う
。
）
、

文
字
の
表
示
、
点
字
、
触
覚
を
使
っ
た
意
思
疎
通
、
拡
大
文
字
、
利
用
し
や
す
い

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
並
び
に
筆
記
、
音
声
、
平
易
な
言
葉
、
朗
読
そ
の
他
の
補
助
的

及
び
代
替
的
な
意
思
疎
通
の
形
態
、
手
段
及
び
様
式 

（
利
用
し
や
す
い
情
報
通
信

機
器
を
含
む
。
）
を
い
う
。 



五 

事
業
者
等 

市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
、
事
業
を
行
う
個
人
及
び
法

人
そ
の
他
の
団
体
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。)

を
い
う
。 

六 

学
校
等 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
高
等
課
程
を
置
く
も

の
に
限
る
。
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
を
行

う
事
業
所
を
い
う
。 

七 

合
理
的
な
配
慮 

障
害
者
が
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
全
て
の
人
権
及

び
基
本
的
自
由
を
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
か
つ

適
当
な
変
更
及
び
調
整
で
あ
っ
て
、
特
定
の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度
の
負
担
を
課
さ
な
い
も
の
を
い
う
。 

八 

意
思
疎
通
支
援
者 

手
話
通
訳
者
、
要
約
筆
記
者
、
点
訳
者
、
音
訳
者
、
盲
ろ

う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
そ
の
他
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
の
た
め
の
手

段
を
用
い
て
障
害
者
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
者
を
い
う
。 

九 

災
害 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
の
選
択
と
利
用
の
機
会
の
確
保
は
、
障
害
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
相
互
の
違
い
を
理
解
し
、
そ
の
個
性
と
人
格
と
を
互
い
に
尊
重
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
す
る
人
が
有
し
て
い
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
て

意
思
疎
通
を
円
滑
に
図
る
権
利
は
、
最
大
限
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



３ 

手
話
の
普
及
は
、
手
話
が
独
自
の
言
語
体
系
と
歴
史
的
背
景
を
有
す
る
文
化
的
所

産
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
市
の
責
務
） 

第
四
条 

市
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。 

一 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
市
民
及
び
事
業
者
等
の
理
解
を
促
進
す
る

た
め
の
施
策 

二 

障
害
者
が
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
選
択
し
て
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
、

情
報
を
取
得
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
促
進
す
る
施
策 

三 

市
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
、
意
思
疎
通
支
援
者
の
配
置
を
進
め
る
施
策 

四 

災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
者
に
対
し
そ
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
必
要
な
情
報
が
迅
速
か
つ
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

施
策 

（
市
民
の
役
割
） 

第
五
条 

市
民
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
。 

二 

障
害
者
が
、
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
選
択
し
て
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
情
報
を
取
得
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。 

三 

相
互
に
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

四 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
の
普
及
及
び
利
用
の
促
進
に
係
る
市
の
施
策
に
協
力

す
る
こ
と
。 

（
事
業
者
等
の
役
割
） 

第
六
条 

事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
。 



二 

障
害
者
が
、
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
選
択
し
て
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
情
報
を
取
得
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。 

三 

障
害
者
が
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
合
理
的
な
配
慮
を

行
う
こ
と
。 

四 

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
の
普
及
及
び
利
用
の
促
進
に
係
る
市
の
施
策
に
協
力

す
る
こ
と
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
七
条 

市
は
、
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
施
策
の
内
容
の
検
討
及
び
見
直
し
に
当
た

り
、
障
害
者
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
者
及
び
関
係
団
体
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
八
条 

市
は
、
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

手
話
の
利
用
環
境
の
整
備
等 

（
手
話
を
学
ぶ
機
会
の
提
供
） 

第
九
条 

市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
等
が
、
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
手
話
を
習

得
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
市
民
及
び
事
業
者
等
に

手
話
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
等
に
よ
る
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
） 

第
十
条 

市
は
、
学
校
等
が
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
機
会
を
提
供
す
る
た

め
、
学
校
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

（
事
業
者
等
に
よ
る
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
） 

第
十
一
条 

市
は
、
事
業
者
等
が
手
話
に
対
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
機
会
を
確
保
す

る
た
め
、
事
業
者
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な
支
援



を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
に
よ
る
情
報
発
信
等
） 

第
十
二
条 
市
は
、
市
が
主
催
す
る
不
特
定
多
数
の
参
加
者
を
対
象
と
す
る
行
事
等
に

お
い
て
、
手
話
に
よ
る
情
報
発
信
が
必
要
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、
手

話
通
訳
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
は
、
ろ
う
者
が
市
の
機
関
又
は
窓
口
に
お
い
て
手
続
、
相
談
等
を
行
う
と
き
は
、

手
話
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
手
話
通
訳
者
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
に
よ
る
意
思
疎
通
支
援
） 

第
十
三
条 

市
は
、
ろ
う
者
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
等
、
ろ
う
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
に
お
い
て
手
話
に
よ
る
意
思
疎
通
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
市
長
が

判
断
し
た
場
合
は
、
手
話
通
訳
者
の
派
遣
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
通
訳
者
の
配
置
支
援
） 

第
十
四
条 

市
は
、
障
害
者
団
体
等
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
、
当
該
行
事
等
が

障
害
者
の
社
会
参
加
の
促
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、

手
話
通
訳
者
の
配
置
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
通
訳
者
の
確
保
と
養
成
） 

第
十
五
条 

市
は
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
手
話
通
訳
者
の
確
保
と
養
成
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

第
三
章 

意
思
疎
通
手
段
の
利
用
環
境
の
整
備
等 

（
意
思
疎
通
手
段
を
学
ぶ
機
会
の
提
供
） 

第
十
六
条 

市
は
、
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
そ
の
利
用
し
や
す
い
環

境
を
整
備
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
市
民
及
び
事
業
者
等
に
意
思
疎
通
手

段
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
等
に
よ
る
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
の
促
進
） 



第
十
七
条 

市
は
、
学
校
等
が
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
機
会
を

提
供
す
る
た
め
、
学
校
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な

支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
者
等
に
よ
る
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
の
促
進
） 

第
十
八
条 

市
は
、
事
業
者
等
が
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
機
会

を
確
保
す
る
た
め
、
事
業
者
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必

要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
意
思
疎
通
手
段
に
よ
る
情
報
発
信
等
） 

第
十
九
条 

市
は
、
市
が
主
催
す
る
不
特
定
多
数
の
参
加
者
を
対
象
と
す
る
行
事
等
に

お
い
て
、
要
約
筆
記
に
よ
る
情
報
発
信
が
必
要
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、

要
約
筆
記
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
は
、
市
が
作
成
す
る
広
報
紙
等
に
つ
い
て
、
点
字
又
は
音
声
媒
体
に
よ
る
情
報

提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
は
、
市
が
作
成
す
る
個
人
を
対
象
と
す
る
通
知
文
書
等
に
つ
い
て
、
点
字
に
よ

る
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

市
は
、
障
害
者
が
市
の
機
関
又
は
窓
口
に
お
い
て
手
続
、
相
談
等
を
行
う
と
き
は
、

障
害
の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
要
約
筆
記
に
よ
る
意
思
疎
通
支
援
） 

第
二
十
条 

市
は
、
障
害
者
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
等
、
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
に
お
い
て
要
約
筆
記
に
よ
る
意
思
疎
通
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
市

長
が
判
断
し
た
場
合
は
、
要
約
筆
記
者
の
派
遣
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
要
約
筆
記
者
の
配
置
支
援
） 

第
二
十
一
条 

市
は
、
障
害
者
団
体
等
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
、
当
該
行
事
等

が
障
害
者
の
社
会
参
加
の
促
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、



要
約
筆
記
者
の
配
置
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
通
訳
者
以
外
の
意
思
疎
通
支
援
者
の
確
保
と
養
成
） 

第
二
十
二
条 

市
は
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
意
思
疎
通
支
援
者
（
手
話
通
訳
者
を
除

く
。
）
の
確
保
と
養
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

雑
則 

（
委
任
） 

第
二
十
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成 

 

年 
 

 

月 
 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 


